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四
．
仲
裁
に
お
け
る
項
目
訴
訟
手
続
（
一
三
七
〇
年
代
か
ら
一
三
九
〇
年
代
）

五
．
ロ
ー
マ
法
源
の
利
用
（
一
五
世
紀
初
め
）

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
「
古
来
よ
り
、
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
身
分
高
き
者
低
き
者
の
間
で
、
隣
人
同
士
の
軽
蔑
や
不
仲
の
た
め
に
、
公
然
た

る
敵
対
関
係
、
フ
ェ
ー
デ
、
攻
撃
が
、
も
ろ
も
ろ
の
歴
史
が
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
度
も
繰
り
返
し
起
き
て
き
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、

皇
帝
の
城
塞
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
が
、
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
・
カ
イ
ヒ
ェ
ンGraffschaft K

aichen

の
裁
判
所
と
と
も
に
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と

そ
の
共
同
相
続
団
体
に
結
集
し
た
貴
族
た
ち
の
手
に
帰
し
て
以
来
、
同
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
と
神
聖
帝
国
の
都
市
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
市

民
団
体
と
の
間
で
は
、
そ
の
地
に
根
を
下
ろ
し
た
直
近
の
隣
人
同
士
と
し
て
、
き
わ
め
て
激
し
い
フ
ェ
ー
デ
が
生
じ
た
の
で
、
一
方
も
他
方

も
ほ
と
ん
ど
破
滅
し
か
ね
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
…
」

　

一
七
世
紀
初
め
に
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
立
場
か
ら
城
側
の
不
法
を
指
弾
し
た
一
書
の
序
文
は
、フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
市
の
関
係
を
、

こ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い（

１
）る

。
実
際
、
両
者
は
、
一
三
世
紀
後
半
以
来
た
び
た
び
衝
突
し
、
中
世
後
期
を
通
じ
て
争
い
続
け
、
こ
の
書
物
の

存
在
が
示
す
よ
う
に
、
近
世
に
入
っ
て
ま
で
も
対
立
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
と
同
様
、
中
世
後
期
の
ド
イ
ツ
で
も
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
当
事
者
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
争
い
続
け

る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ（

２
）る

。
そ
う
し
た
紛
争
を
こ
こ
で
は
、
継
続
的
紛
争D

auerkonflikt

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ（

３
）う

。

　

そ
う
し
た
継
続
的
紛
争
に
お
い
て
は
、
紛
争
状
況
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
同
じ
当
事
者
な
い
し
同
じ
争
点
が
登
場
す
る
。
し
か
し
他
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方
で
、
時
代
の
経
過
や
当
事
者
を
取
り
巻
く
全
体
的
配
置
の
変
化
と
と
も
に
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
や
、
当
事
者
の
振
る

舞
い
方
な
ど
に
は
変
化
が
生
じ
う
る
。
当
事
者
や
争
点
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
だ
け
に
、
継
続
的
紛
争
を
長
期
に
わ
た
っ
て
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
変
化
が
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
で
き
よ
う
。
西
洋
の
学
界
で
も
、
我
が
国
で
も
、

紛
争
解
決
の
歴
史
的
研
究
に
対
す
る
関
心
が
近
年
高
ま
っ
て
い
る（

４
）が

、
本
稿
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
で
、
全
体
の
議
論
に
何
ら

か
の
寄
与
を
な
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
意
図
か
ら
、
本
稿
で
は
、
継
続
的
紛
争
の
一
例
と
し
て
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
、
つ
ま
り
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体

Burgm
annschaft

と
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
、
つ
ま
り
都
市
の
市
民
団
体
と
の
間
の
紛
争
を
取
り
上
げ
る
。
両
者
の
間
の
一
連
の
紛
争
に

つ
い
て
は
、
一
三
世
紀
か
ら
一
四
一
〇
年
ま
で
の
状
況
を
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
証
書
集
と
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
の
史
料
要
録
を
使
っ
て

追
跡
す
る
こ
と
が
で
き（

５
）る

。
こ
の
期
間
に
つ
い
て
、
紛
争
解
決
方
法
の
時
期
的
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
、
紛
争
の
細
部
の

検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
当
事
者
で
あ
る
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
と
市
の
市
民
団
体
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

一
．
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
と
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市

　

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
は
、
ド
イ
ツ
西
部
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
北
約
二
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
が
、
そ
こ
の
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
と
市
の
市

民
団
体
と
の
対
立
は
、
一
三
世
紀
以
来
の
継
続
的
紛
争
で
あ（

６
）る

。
当
事
者
と
な
っ
た
両
者
は
、
と
も
に
、
一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀

前
半
に
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
が
展
開
し
た
帝
国
領
国
政
策
の
遺
産
と
言
え
る
存
在
で
あ（

７
）る

。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
都
市
が
所
在
す
る

ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウW

etterau

地
方
は
、
帝
国
領
国
政
策
が
特
に
活
発
に
展
開
さ
れ
た
地
域
の
一
つ
で
あ
っ
た（

８
）が

、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
は
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
と
並
ん
で
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
に
お
け
る
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
の
拠
点
の
ひ
と
つ
で
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あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
で
は
、
そ
れ
ら
他
の
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
諸
都
市
と
同
様（

９
）に

、
城
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
都
市
と
が
と
も
に
建
設
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
の
治
世
後
半
（
一
一
七
〇
年
代
）
に
は
城
が
、
そ
れ
よ
り
少
し
遅
れ
て
都
市

が
建
設
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。
明
示
的
な
言
及
が
史
料
に
現
れ
る
の
は
、
上
述
の
諸
地
点
よ
り
や
や
遅
れ
て
、
城
も
都
市
も
と
も
に

一
二
一
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

（
（（
（

る
。

　

ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
王
権
の
拠
点
の
中
で
も
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
は
特
に
著
し
い
発
展
を
見
せ

（
（（
（

た
。
城
に
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
を
頂

点
と
し
た
王
権
直
属
の
強
力
な
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
が
成
長
し

（
（（
（

た
。
一
三
世
紀
に
は
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
は
二
〇

－

三
〇
人
の
騎
士
た
ち
か
ら

な
っ
て
い
た
が
、
一
五
世
紀
初
め
ま
で
に
は
五
〇
家
族
約
一
〇
〇
人
の
騎
士
た
ち
へ
と
増
加
し
た
。
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
は
、
一
人
の
ブ
ル
ク

グ
ラ
ー
フ
、二
人
の
バ
ウ
マ
イ
ス
タ
ー
、一
二
人
の
執
政
ブ
ル
ク
マ
ンRegim

entsburgm
annen

な
ど
の
役
職
者
を
選

（
（（
（

び
、ブ
ル
ク
グ
ラ
ー

フ
を
長
と
し
て
ブ
ル
ク
マ
ン
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
裁
判
所
を
持
つ
団
体
と
し
て
存
続
し

（
（（
（

た
。
こ
の
団
体
へ
の
新
規
受
け
入
れ
も
、
自
分
た

ち
で
決
定
し
た
。
こ
う
し
た
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
は
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
下
級
貴
族N

iederadel

の
重
要
な
結
集
点

と
な
り
、
特
異
な
こ
と
に
、
近
世
に
も
小
さ
な
領
邦
を
形
成
し
て
、
帝
国
直
属
の
地
位
を
保
っ
た
の
で
あ
っ

（
（（
（

た
。

　

ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
は
、
当
初
か
ら
隣
接
す
る
都
市
よ
り
も
優
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

（
（（
（

る
。
城
は
都
市
に
接
す
る
南
側
に
も
防
壁
を
有
し
て

い
た
が
、
一
方
都
市
の
北
側
は
防
御
施
設
を
持
た
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
城
の
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
は
城
だ
け
で
な
く
都
市
に
お
い
て
も
、
最

高
の
国
王
官
職
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
城
の
裁
判
所
だ
け
で
な
く
、
都
市
の
参
審
人
裁
判
所
を
も
主
催
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
他
の
国
王
都

市
に
お
け
る
の
と
異
な
り
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
、
都
市
に
お
け
る
最
高
の
役
職
で
は
な
く
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
に
対

し
て
従
属
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
こ
の
優
位
に
都
市
側
が
挑
戦
し
て
い
く
こ
と
に
な

（
（（
（

る
。
背
景
に
は
、
他
の
都
市
で
も
全
般
に
見
ら
れ
た
市
民
団
体
に
よ

る
自
治
の
発
展
が
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
で
は
、
他
の
多
く
の
国
王
都
市
と
同
様
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
都
市
参
事
会
が
史
料
に
登
場
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す
（
（（
（

る
。
こ
れ
と
平
行
し
て
、
一
三
、一
四
世
紀
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
は
か
な
り
の
経
済
的
繁
栄
を
見
せ

（
（（
（

た
。
繁
栄
の
頂
点
で
あ
っ
た
一
四

世
紀
半
ば
の
時
点
で
、
市
は
約
三
〇
〇
〇
の
人
口
を
擁
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
市
の
経
済
的
繁
栄
を
支
え
た
の
は
毛
織
物
手
工
業
と
そ
の
製

品
の
販
売
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
産
の
毛
織
物
は
フ
ラ
ン
ド
ル
産
の
よ
う
な
高
級
品
で
は
な
い
が
、
広
範
囲
に
販
売
さ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い

（
（（
（

る
。
加
え
て
一
四
世
紀
前
半
に
は
大
市
（
メ
ッ
セ
）
の
開
催
を
王
権
か
ら
認
め
ら
れ
、そ
の
た
め
の
特
権
を
獲
得
し
た
。
ま
た
、

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
都
市
法
は
、
シ
ョ
ッ
テ
ンSchotten

な
ど
近
隣
の
い
く
つ
か
の
小
都
市
に
授
与
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。
こ
う
し
た
都
市
法
授

与
も
、
経
済
的
発
展
に
伴
っ
て
増
大
し
た
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
重
要
性
を
う
か
が
わ
せ
る
現
象
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
毛
織
物
工

業
は
一
四
世
紀
末
に
は
急
速
に
衰
退
し
、
メ
ッ
セ
も
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
メ
ッ
セ
と
の
競
争
な
ど
に
よ
っ
て
開
か
れ
な
く
な
っ
て
い
く

（
（（
（

が
、

そ
れ
ま
で
の
経
済
的
上
昇
を
背
景
に
、
都
市
参
事
会
と
市
民
た
ち
は
城
か
ら
の
自
立
を
追
求
し
、
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
と
の
対
立
を
深
め

て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
都
市
の
市
民
の
間
の
対
立
は
、
他
の
国
王
都
市
で
は
例
え
ば
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
な
ど
で
見
ら
れ

た
（
（（
（

が
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
対
立
は
と
り
わ
け
激
し
く
、
ま
た
継
続
的
で
あ
っ

（
（（
（

た
。

　

そ
の
際
の
争
点
を
先
取
り
し
て
述
べ
て
お
け
ば
、
だ
い
た
い
以
下
の
諸
点
で
あ

（
（（
（

る
。
ま
ず
、
都
市
参
事
会
の
構
成
が
争
わ
れ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
中
か
ら
都
市
側
の
人
選
に
よ
っ
て
六
人
が
選
ば
れ
て
都
市
参
事
会
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
点
が
紛
争
の
種
に
な
っ
た
。
都
市
側
は
、
で
き
る
だ
け
こ
の
六
人
を
迂
回
し
て
、
参
事
会
の
会
議
を
開
き
、
決
定
を

下
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
別
の
争
点
は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
裁
判
権
の
問
題
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
は
、
ブ
ル
ク

グ
ラ
ー
フ
が
主
催
し
て
ブ
ル
ク
マ
ン
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
城
の
裁
判
所
と
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
な
い
し
そ
の
代
理
と
し
て
の
シ
ュ
ル
ト
ハ

イ
ス
が
主
催
し
て
参
審
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
都
市
の
裁
判
所
が
存
在
し
た
。
更
に
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
都
市
参
事
会
も
裁
判
権
を
行
使

し
は
じ
め
た
。こ
れ
ら
裁
判
機
関
の
管
轄
と
権
限
も
た
び
た
び
争
い
の
材
料
と
な
っ
た
。都
市
側
は
、参
審
人
の
補
充
を
怠
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
が
主
催
す
る
都
市
裁
判
所
の
活
動
を
麻
痺
さ
せ
、
代
わ
り
に
都
市
参
事
会
の
裁
判
活
動
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
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た
。
更
に
、
租
税
問
題
も
対
立
点
と
な
っ
た
。
城
は
後
述
の
よ
う
に
、
都
市
の
消
費
税U

ngeld

の
半
分
を
取
得
す
る
権
利
を
王
権
か
ら
認

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
都
市
側
は
、
で
き
る
だ
け
税
収
を
城
に
吸
い
上
げ
ら
れ
ま
い
と
し
た
。
例
え
ば
、
穀
物
税M

ahlgeld

が

こ
こ
で
の
「
税
収
」
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
ま
た
、
都
市
が
定
め
る
税
を
城
側
も
支
払
う
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
点
も
さ

ま
ざ
ま
に
争
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
都
市
が
導
入
し
た
荷
車
税W

egegeld

を
ブ
ル
ク
マ
ン
や
そ
の
従
者
も
支
払
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
他
、流
通
税
等
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
あ
っ
た
。
最
後
に
、城
と
都
市
の
境
界
部
分
の
建
築
物
を
め
ぐ
っ
て
も
、

何
度
も
争
い
が
起
き
た
。
城
の
南
、
都
市
の
北
に
建
て
ら
れ
る
教
会
な
ど
の
建
築
物
を
め
ぐ
っ
て
、
撤
去
・
改
築
を
求
め
る
城
側
と
そ
れ
に

抵
抗
す
る
都
市
側
が
争
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
．
国
王
に
よ
る
決
定
（
一
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
初
め
）

　

城
の
優
位
を
は
ね
の
け
よ
う
と
い
う
都
市
側
の
動
き
は
、一
三
世
紀
後
半
に
は
、史
料
に
明
確
に
登
場
し
は
じ
め
る
。
一
二
七
五
年
に
は
、

都
市
側
は
城
を
破
壊
し
た
。
市
民
た
ち
の
こ
の
行
動
は
、
国
王
ル
ー
ド
ル
フ
一
世
が
展
開
し
た
帝
国
領
回
収
政

（
（（
（

策
の
も
と
で
の
帝
国
城
塞
の

再
整
備
と
強

（
（（
（

化
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
し
い
原
因
、
経
過
、
破
壊
の
程
度
な
ど
は
不
明
で
あ

（
（（
（

る
。
同
年
一
二
月
に

国
王
ル
ー
ド
ル
フ
が
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
に
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
支
払
う
税
を
与
え
て
い
る
の
は
、
城
が

被
っ
た
損
害
を
回
復
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

（
（（
（

る
。

　

一
二
七
六
年
四
月
、
国
王
ル
ー
ド
ル
フ
は
、
前
年
に
起
き
た
城
の
破
壊
に
関
し
て
市
民
た
ち
を
赦
し
、
今
後
こ
の
件
で
何
か
請
求
す
る
こ

と
も
し
な
い
と
約
束
し
て
い

（
（（
（

る
。
ま
た
、
国
王
は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
民
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
市
民
と
と
も
に
陰
謀
を
企
て
た
と
い
う
嫌
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疑
に
つ
い
て
も
、
不
問
に
付
す
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
も
国
王
都
市
で
、
前
述
の
よ
う
に
や
は
り
か
な
り
強
力
な
城
が

隣
接
し
て
い
た
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
も
こ
の
と
き
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
同
様
に
赦
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。

　

国
王
は
更
に
一
二
八
〇
年
代
に
、
城
と
都
市
の
対
立
に
つ
い
て
決
定
を
下
し
た
。
こ
の
と
き
の
ル
ー
ド
ル
フ
の
行
動
は
、
一
二
八
四
年

か
ら
一
二
八
五
年
に
か
け
て
、
エ
ル
ザ
ス
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
を
は
じ
め
広
い
範
囲
に
広
が
っ
た
都
市
市
民
の
反
乱
の
事
後
処
理
の
一
環
で

あ
っ

（
（（
（

た
。
こ
の
反
乱
の
際
に
、
市
民
側
は
や
は
り
城
と
ブ
ル
ク
マ
ン
を
攻
撃
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
二
八
五
年
七
月
に

マ
イ
ン
ツ
で
、
国
王
ル
ー
ド
ル
フ
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
・
市
民
双
方
の
同
意
を
得
て
両
者
の
間
に
取
り
決
め
と
和
解
を
成
立
さ
せ

（
（（
（

た
。
相
手
に

攻
撃
や
不
法
を
加
え
る
こ
と
は
両
者
と
も
に
禁
じ
ら
れ
、
今
後
侵
害
を
加
え
た
側
は
ラ
イ
ヒ
か
ら
得
て
い
る
諸
特
権
な
ど
を
失
う
と
と
も

に
、
相
手
方
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
制
裁
と
し
て
教
皇
に
よ
る
破
門
か
国
王
の
ア
ハ
ト
か
の
ど
ち
ら
か
を
み
ず
か
ら
選
ぶ
こ
と
と

さ
れ

（
（（
（

た
。
両
者
の
今
後
の
対
立
は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
に
お
け
る
古
来
よ
り
の
慣
行
に
し
た
が
っ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
こ
の

場
合
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
に
お
け
る
慣
行
と
は
、
も
ち
ろ
ん
市
民
側
の
慣
行
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
単
に
場
所
を
特
定
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。

　

内
容
的
に
は
こ
の
和
解
は
、
都
市
反
乱
の
事
後
処
理
と
し
て
、
ま
ず
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
間
の
休
戦
を
実
現
し
、
そ
し
て
お
互
い
に
今

後
の
侵
害
を
控
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
オ
ー
プ
ン
な
部
分
を
多
く
残
し
て
い
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
今
後
の

両
者
の
紛
争
は
都
市
の
古
く
か
ら
の
慣
行
に
し
た
が
っ
て
解
決
す
る
、
と
だ
け
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
象
徴
的
で
あ
る
。

　

国
王
ル
ー
ド
ル
フ
は
更
に
同
日
付
の
別
の
証
書
で
、
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
に
、
市
の
消
費
税U

ngeld

の
半
分
を
与
え

（
（（
（

た
。
理
由
は
、
城
の

維
持
と
修
理
の
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
処
分
は
、
都
市
側
に
は
不
満
を
残
し
、
そ
の
後
の
紛
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
く
。

　

ル
ー
ド
ル
フ
か
ら
次
の
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
へ
の
代
替
わ
り
の
時
期
に
も
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
で
は
騒
擾
が
起
き
た

ら
し
い
。
一
二
九
三
年
八
月
に
、
ア
ー
ド
ル
フ
は
、
こ
の
間
の
市
民
た
ち
の
行
き
過
ぎ
を
赦
し
、
再
び
王
の
恩
寵
の
中
へ
受
け
入
れ
る
こ
と
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を
宣
言
し
て
い

（
（（
（

る
。

　

一
三
〇
一
年
三
月
に
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
は
、
当
時
ラ
イ
ン
地
方
の
選
挙
侯
た
ち
と
の
対
立
に
入
っ
て
い
た
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト

一
（
（（
（

世
を
支
援
す
る
た
め
に
同
盟
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
間
両
者
の
間
で
紛
争
が
生
じ
る
場
合
に
備
え
て
、
仲
裁
機
関
を
設
け
る
こ
と
で
合
意

し
（
（（
（

た
。
仲
裁
機
関
は
、
市
民
四
人
、
ブ
ル
ク
マ
ン
四
人
、
仲
裁
裁
判
長O

bm
ann

と
し
て
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
修

道
院
長Guardian
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
一
四
日
以
内
に
決
定
を
下
す
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
こ
の
協
定
に
先
立
っ
て
も
、
や
は
り
両
者
の
間

で
紛
争
が
生
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

（
（（
（

い
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
紛
争
に
お
い
て
一
四
世
紀
を
通
じ
て
活
用
さ
れ
る
仲
裁
と
い
う
方
式
が
、
こ
こ
で
初
め
て
明
示
的
に
登
場
し

た
こ
と
で
あ
る
。
仲
裁
自
体
は
教
会
に
由
来
す
る
紛
争
解
決
方
式
で
あ
り
、
一
二
世
紀
以
後
南
と
西
か
ら
ド
イ
ツ
各
地
に
広
が
っ
た
。
当
初

は
、
両
当
事
者
と
も
聖
職
者
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
使
わ
れ
始
め
た
が
、
そ
こ
か
ら
、
一
方
当
事
者
が
俗
人
の
ケ
ー
ス
、
更
に
こ
の
紛
争
の
よ

う
に
両
当
事
者
が
俗
人
の
ケ
ー
ス
に
も
利
用
が
広
が
っ
て
い
っ

（
（（
（

た
。
こ
の
一
三
〇
一
年
の
協
定
に
お
い
て
仲
裁
裁
判
長
が
聖
職
者
な
の

（
（（
（

は
、

上
述
の
よ
う
な
仲
裁
の
普
及
過
程
か
ら
す
る
と
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
二
八
五
年
の
決
定
が
紛
争
解
決
方
法
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
仲
裁
機
関
を
設
け
る
こ
と
で
対
処
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
両
者
の
対
立
に
対
処
す
る

に
は
、
こ
の
仲
裁
機
関
で
は
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
三
〇
六
年
七
月
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
、
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
が
、
両
者
の
関
係
を
定
め

（
（（
（

た
。
証
書
で
は
、
国
王
が
取
り
決
め

を
定
め
、
両
当
事
者
が
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
と
言
わ
れ
て
お

（
（（
（

り
、
一
二
八
五
年
の
決
定
の
よ
う
に
両
者
の
同
意
を
前
提
と
し

た
も
の
で
あ
る
、
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
は
、
父
ル
ー
ド
ル
フ
と
比
べ
る
と
、
強
圧
的
な
統
治
を
行
う
傾
向
が

あ
（
（（
（

り
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
都
市
の
間
の
紛
争
へ
の
対
処
に
も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

取
り
決
め
に
お
い
て
は
、
市
民
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
中
か
ら
六
人
を
選
ん
で
都
市
参
事
会
に
受
け
入
れ
る
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
こ
の
六
人
の
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ブ
ル
ク
マ
ン
は
、
裁
判
等
で
不
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
国
王
に
知
ら
せ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
国
王
が
み
ず
か
ら

決
定
を
下
す
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
間
の
個
別
の
紛
争
に
際
し
て
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
が
被
告
と
な
る
場
合
は
城
の
ブ
ル
ク

マ
ン
裁
判
所
で
、
市
民
が
被
告
と
な
る
場
合
は
都
市
の
参
審
人
裁
判
所
で
裁
判
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
ど
ち
ら
の
裁
判
所
も
ブ
ル

ク
グ
ラ
ー
フ
の
主
催
の
下
で
開
か
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
た
だ
し
ブ
ル
ク
マ
ン
が
市
内
で
、
ま
た
市
民
が
城
内
で
故
殺
を
犯
し
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
都
市
と
城
の
裁
判
所
で
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
主
催
の
も
と
に
裁
判
さ
れ

（
（（
（

る
。
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
間
で
実
力
に
よ
る
衝
突
が

起
き
た
場
合
に
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
が
停
止
を
命
じ
、
両
者
は
命
令
に
従
う
べ
き
で
あ

（
（（
（

る
。
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
が
参
審
人
と
前
述
の
選
ば

れ
た
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
助
言
に
よ
っ
て
市
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
を
任
命
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
い
て
国
王
の

代
理
と
し
て
最
高
の
地
位
に
あ
る
の
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
で
あ
る
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
城
の
下
のGarten

と
呼
ば
れ
る
地
区
に
住
む
い
わ
ゆ
る

Gärtner

は
、従
来
ど
お
り
、市
で
は
な
く
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
城
に
仕
え
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
城
内
で
ワ
イ
ン
を
酌
む（
売
る
）者
は
、

古
い
升
を
使
う
場
合
は
無
税
だ
が
、
新
し
い
升
を
使
う
場
合
は
消
費
税
を
納
め
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
税
は
市
と
城
で
折
半
さ
れ
る
べ
き
こ
と

と
定
め
ら
れ

（
（（
（

た
。
城
内
に
住
む
手
工
業
者
が
そ
の
商
品
を
市
内
で
販
売
す
る
場
合
に
は
、
彼
ら
が
市
民
権
を
有
す
る
な
ら
ば
市
民
と
同
様
の

通
常
の
税
を
市
に
支
払
い
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
市
外
の
手
工
業
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。

　

一
二
八
五
年
の
和
解
が
暫
定
的
・
現
状
維
持
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
一
三
〇
六
年
の
国
王
裁
定
は
、
そ
の
後
の
両
者
の

関
係
を
律
す
る
基
本
文
書
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な

（
（（
（

る
。
全
体
と
し
て
城
側
に
有
利
な
裁
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
述
の
内
容
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
都
市
参
事
会
に
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
所
属
す
る
と
い
う
条
項
は
、
城
側
が
都
市
側
の
行
動
を

監
視
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
都
市
側
の
自
立
的
政
策
の
余
地
を
大
い
に
狭
め
る
も
の
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
城
側
の

優
位
を
覆
そ
う
と
す
る
都
市
側
の
試
み
は
続
き
、
両
者
の
対
立
と
紛
争
は
、
続
く
時
代
に
も
繰
り
返
し
発
火
し
た
の
で
あ
る
。
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三
．
仲
裁
に
よ
る
解
決
の
試
み
（
一
三
三
〇
年
代
か
ら
一
三
六
〇
年
代
）

　

さ
て
、
城
と
市
の
対
立
は
、
一
三
三
〇
年
代
に
ま
た
も
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な

（
（（
（

る
。
こ
の
時
期
の
争
い
は
、
後
に
触
れ
る
文
書
の
内
容
か

ら
す
る
と
、
市
の
参
審
人
の
補
充
方
法
と
そ
こ
で
の
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
役
割
、
市
内
の
聖
カ
タ
リ
ナ
礼
拝
堂
の
建
設
、
墓
地
に
お
け
る
建

築
物
な
ど
を
争
点
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四

（
（（
（

世
は
、
一
三
三
一
年
七
月
二
一
日
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
か
ら
証
書
を
発
し
て
、
ミ
ヒ
ャ
エ
リ

ス
（
九
月
二
九
日
）
ま
で
休
戦
す
る
よ
う
指
令

（
（（
（

し
、
そ
の
間
は
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
一
三
〇
六
年
の
決
定
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
命
じ
た
。
休
戦
中
は
、
現
在
の
参
審
人
た
ち
が
引
き
続
き
権
限
を
行
使
し
、
ま
た
都
市
か
ら
い
っ
た
ん
外
に
逃
れ
た
者
た
ち
も
再
び
都
市

に
帰
還
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
休
戦
の
間
に
皇
帝
自
身
がm

inne

ま
た
はrecht

に
よ
り
両
者
の
争
い
を
解
決
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ

（
（（
（

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
対
立
す
る
両
当
事
者
の
代
表
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
皇
帝
の
も
と
に
出
頭
し
て
お
り
、
彼
ら
は
対
立
を
皇

帝
に
よ
る
仲
裁
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
同
意
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
皇
帝
が
他
の
事
項
に
妨
げ
ら
れ
て
そ
の
期
間
内
に
解
決
で
き
な
い
場

合
、
皇
帝
は
休
戦
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
休
戦
期
間
中
に
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
が
和
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
皇

帝
と
ラ
イ
ヒ
の
権
利
を
害
さ
な
い
限
り
そ
れ
は
有
効
と
認
め
ら
れ

（
（（
（

る
。
仲
裁
に
お
い
て
は
一
般
に
、
当
事
者
の
合
意
を
得
た
上
で
の
解
決
、

す
な
わ
ちm

inne

に
よ
る
解
決
が
優
先
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
え
方
か
ら
し
て
、
両
当
事
者
が
仲
裁
の
外
で
和
解
に
合
意
で

き
れ
ば
仲
裁
判
決
を
待
た
ず
に
そ
れ
で
解
決
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

更
に
こ
の
文
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
、ル
タ
ー
・
フ
ォ
ン
・
イ
ー
ゼ
ン
ブ
ル
クLuther von Isenburg

、ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー

ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ンGottfried (IV

.) von Eppstein

、
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ナ
ウU

lrich (II.)  von H
anau

に
対
し
て
、

彼
ら
全
員
ま
た
は
二
人
ま
た
は
一
人
が
七
月
三
〇
日
に
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
へ
行
く
よ
う
命
令
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ヴ
ェ
ツ
ラ
ー
、
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ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
三
市
に
も
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
市
民
を
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
へ
送
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
現

地
で
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
か
ら
休
戦
遵
守
の
約
束
を
得
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
四
市
は
、
一
三
世
紀
後
半
以
来
継
続

的
に
、
都
市
同
盟
で
結
合
す
る
関
係
で
あ
り
、
皇
帝
は
こ
こ
で
こ
の
結
合
関
係
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
こ
こ
で
名
を
あ
げ
ら
れ
た
三

人
の
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
貴
族
の
う
ち
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
三
二
〇
年
代
と
一
三
三
三
年
七
月
以
降
、

ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
国
王
領
管
理
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と
し
て
活
動
し
た
人
物
で
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
の
関
係
は
特
に

緊
密
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ナ
ウ
も
ま
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
王
権
に
近
い
貴
族
で
、
こ
の
時
期
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
へ
の
奉

仕
を
国
王
都
市
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
質
入
れ
に
よ
っ
て
報
い
ら
れ
て
い

（
（（
（

た
。彼
ら
も
皇
帝
が
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
で
支
柱
と
し
う
る
勢
力
で
あ
り
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
彼
ら
に
も
任
務
を
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
貴
族
と
都
市
が
並
ん
で
休
戦
約
束
を
徴
す
る
仕
事
を
任
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
と
い
う
両
当
事
者
の
属
性
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

翌
一
三
三
二
年
二
月
一
日
に
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
滞
在
中
の
皇
帝
が
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
対
立
に
つ
き
決
定
を
下
し

（
（（
（

た
。

証
書
冒
頭
で
、
両
者
が
一
致
し
て
争
い
を
皇
帝
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お

（
（（
（

り
、
皇
帝
に
よ
る
仲
裁
へ
の
付
託
と
そ
れ
を
受
け
て
の

皇
帝
の
仲
裁
判
決
が
な
さ
れ
た
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
皇
帝
は
ま
ず
両
者
の
間
に
和
平
を
樹
立
し
互
い
に
要
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を

求
（
（（
（

め
、
皇
帝
自
身
も
一
部
の
例
外
を
除
い
て
こ
の
間
皇
帝
と
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
非
行
ゆ
え
の
請
求
を
放
棄
し

（
（（
（

た
。
国
王
城
塞
と
国

王
都
市
に
お
け
る
騒
擾
は
し
ば
し
ば
王
権
が
持
つ
諸
権
益
を
侵
害
し
、
そ
れ
ゆ
え
王
権
自
身
を
当
事
者
の
位
置
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の

放
棄
は
そ
う
し
た
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
参
審
人
は
引
き
続
き
職
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
さ
れ
、
彼
ら
の
自
己
補
充
権

が
認
め
ら
れ
た
が
、
一
人
の
参
審
人
の
死
後
一
ヶ
月
以
内
に
自
己
補
充
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
が
新
た
な
参
審
人
を
任

命
す
る
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
都
市
側
が
参
審
人
の
補
充
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
て
、
参
審
人
裁
判
所
の
活
動
を
麻
痺
さ
せ
、
都
市
参
事
会
の
裁
判

活
動
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
形
で
対
処
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
城
と
市
の
間
で
争
い
の
的
に
な
っ
て
い
た
聖
カ
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タ
リ
ナ
礼
拝
堂
（
城
の
南
、
市
の
北
と
い
う
両
者
の
境
界
に
あ
っ
た
）
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
自
身
が
自
ら
の
費
用
で
と
り
こ
わ
す
も
の
と
さ

れ
（
（（
（

た
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
三
一
四
年
一
二
月
に
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
が
発
し
た
証
書
が
緊
張
関
係
の
存

在
を
示
唆
し
て
い

（
（（
（

た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
、
市
に
対
し
て
、
城
の
近
く
に
築
い
た
塔
に
屋
根
を
つ
け
る
こ
と
を
認
め
た

が
、
た
だ
し
塔
を
城
の
城
壁
以
上
の
高
さ
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
市
民
側
が
建
て
る
建
築
物
は
、
こ
の
後
も
た
び
た
び
対

立
点
と
し
て
登
場
す
る
。

　

今
後
の
両
者
の
紛
争
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
今
回
と
同
様
の
解
決
手
続
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
両
者
の
間
で
和
解
が
は

か
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
皇
帝
と
ラ
イ
ヒ
の
権
利
は
や
は
り
例
外
と
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
は
皇
帝
か

そ
の
ア
ム
ト
マ
ン
の
判
断
に
従
っ
て
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

（
（（
（

る
。
し
か
し
両
者
の
間
で
合
意
に
よ
る
解
決
が
見
い
だ
せ
な
い
場
合

は
、
両
者
は
争
い
を
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
か
彼
の
後
継
者
の
も
と
へ
持
ち
込
ん
で
、
そ
の
決
定
に
服
す
る
こ
と
と
さ
れ

（
（（
（

る
。
文
言
は
不
明
確
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
一
方
に
よ
る
提
訴
と
判
決
よ
り
は
、
や
は
り
皇
帝
へ
の
仲
裁
付
託
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
解
決

方
法
を
今
後
に
つ
い
て
も
モ
デ
ル
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
和
解
違
反
に
対
す
る
罰
金
、
墓
地
の
建
築
物
に
つ
い
て
の
現
地

調
査
、
一
三
〇
六
年
の
文
書
が
な
お
妥
当
す
べ
き
こ
と
、
な
ど
が
定
め
ら
れ

（
（（
（

た
。

　

皇
帝
は
二
月
一
〇
日
に
、フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
と
市
民
に
改
め
て
命
令
を
発
し
て
、先
の
決
定
に
言
及
し
つ
つ
、参
審
人
が
旧
来
の
慣
習
、

名
誉
、
権
利
を
保
持
す
べ
き
こ
と
、
参
審
人
の
補
充
は
彼
ら
の
自
己
補
充
に
よ
り
、
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
多
数
決
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ

と
、
参
審
人
に
は
彼
ら
が
持
つ
べ
き
印
章
、
会
計
台
帳
、
証
書
、
市
の
法
規
な
ど
が
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
命
じ
て
い
る
。
命

令
に
従
わ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
皇
帝
へ
の
反
抗
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
文
書
に
よ
れ
ば
、
参
審
人
の
件
で
、
参
事
会
・
市
民
の
内
部
で
も
対
立

が
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
印
章
な
ど
の
引
き
渡
し
に
関
す
る
部
分
は
、
市
内
で
の
参
事
会
と
参
審
人
の
権
限
争
い
を
示
唆
す

（
（（
（

る
。

　

し
か
し
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
市
の
間
の
争
い
は
、
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
も
な
お
完
全
に
は
解
決
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
皇
帝
は
争
い
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を
現
地
に
お
け
る
仲
裁
に
付
す
よ
う
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
三
三
二
年
一
一
月
二
四
日
に
皇
帝
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
か
ら
参
事
会
と
市

民
に
発
し
た
命
令
に
よ
れ
ば
、既
に
こ
の
時
点
よ
り
前
に
皇
帝
は
争
い
を
仲
裁
に
付
す
よ
う
指
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ

（
（（
（

る
。
都
市
か
ら
三
人
、

ブ
ル
ク
マ
ン
か
ら
三
人
、
合
計
六
人
の
仲
裁
人
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
都
市
は
、
す
ぐ
後
で
触
れ
る
同
日
付
け

の
皇
帝
の
命
令
書
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
、
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
三
市
で
あ
る
。
彼
ら
が
一
致
し
な
い
場
合
は
七

人
目
が
仲
裁
裁
判
長
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
、
彼
ら
七
人
が
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
の
助
言
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ

と
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
そ
し
て
皇
帝
は
こ
の
時
点
で
市
民
た
ち
に
対
し
て
、
彼
ら
の
側
の
仲
裁
人
を
指
定
し
、
一
ヶ
月
以
内
に
決
定
が
出
さ
れ
る
よ

う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
皇
帝
は
同
様
の
命
令
を
ナ
ッ
サ
ウ
伯
、
諸
都
市
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
に
も
送
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
市
民
か
ブ
ル
ク
マ
ン
が
仲
裁
の
内
容
を
実
行
し
な
い
場
合
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
と
諸
都
市
が
皇
帝
に
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
皇
帝

の
た
め
に
相
手
方
を
援
助
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
文
書
で
は
仲
裁
の
裁
判
長
と
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
の
関
係
は
不
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
別
に
同
日
付
け
の
皇
帝
か
ら
ナ
ッ
サ
ウ

伯
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
へ
の
命
令
が
伝
存
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
皇
帝
は
伯
に
前
述
の
文
書
と
同
様
の
内
容
を
知
ら
せ
た
上
で
、
争
い
に
つ
い

て
聴
取
し
決
定
す
る
よ
う
委
任
し
て
い

（
（（
（

る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
皇
帝
側
は
ナ
ッ
サ
ウ
伯
が
仲
裁
裁
判
長
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
伯
ら
が
下
す
決
定
に
当
事
者
が
従
わ
な
い
場
合
、
や
は
り
相
手
方
を
助
け
、
ど
ち
ら
の
側
が
不
服
従
で
あ
っ
た
の

か
皇
帝
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
登
場
し
た
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
は
、
故
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
の
息
子
で
、
も
と
も
と
聖
界
入
り
す
る
は

ず
で
あ
っ
た
が
、
父
王
の
死
後
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
家
の
支
配
を
引
き
継
ぎ
、
中
ラ
イ
ン
の
グ
ラ
ー
フ
・
ヘ
ル
た
ち
の
間
で
は
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
一
三
一
四
年
の
二
重
選
挙
後
の
王
位
争
い
に
お
い
て
は
、
当
初
は
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ら
と
と
も
に
ハ
ー
プ

ス
ブ
ル
ク
家
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
陣
営
に
属
し
た
が
、
一
三
二
〇
年
三
月
に
は
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
和
解
し
て
陣
営
を
変
え
た
。
既
に
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一
三
二
〇
年
代
か
ら
い
く
つ
か
の
紛
争
解
決
で
仲
裁
裁
判
長
や
仲
裁
人
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト

フ
ォ
ー
ク
ト
の
職
に
あ
っ

（
（（
（

た
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
と
の
関
係
で
も
、
一
三
三
一
年
七
月
に
、
皇
帝
は
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
に
命
令
し
て
、
ゲ
ア

ラ
ッ
ハ
の
指
示
に
従
っ
て
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
新
た
に
城
を
一
つ
建
設
す
る
よ
う
指
示
し
て
い

（
（（
（

る
。
皇
帝
は
、
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と
い
う

直
轄
支
配
の
統
治
組
織
を
紛
争
解
決
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
、
市
民
側
の
仲
裁
人
が
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
他
の
三

国
王
都
市
か
ら
選
ば
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
国
王
都
市
間
の
結
合
が
こ
う
し
た
形
で
利
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
仲
裁
機
関
が
そ
も
そ
も
成
立
し
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
決
定
が
下
さ
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
何
も

伝
わ
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
職
に
も
、
そ
の
後
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
に
代
わ
っ
て
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ

ン
・
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
一
三
三
三
年
七
月
に
、
皇
帝
に
よ
り
新
た
に
任
命
さ
れ

（
（（
（

る
。

　

結
局
、
市
民
と
ブ
ル
ク
マ
ン
は
一
三
三
四
年
六
月
に
、
彼
ら
の
関
係
に
つ
い
て
協
定
を
成
立
さ
せ

（
（（
（

た
。
両
者
は
互
い
に
今
回
の
不
和
か

ら
生
じ
た
請
求
を
放
棄
し
、
裁
判
籍
に
関
し
て
は
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
裁
定
が
今
後
も
妥
当
す
る
こ
と
を
確
認
し

（
（（
（

た
。
将
来
の
紛
争
解

決
の
た
め
に
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
は
市
側
の
参
審
人
か
ら
二
人
を
、
市
民
は
ブ
ル
ク
マ
ン
か
ら
二
人
を
選
び
、
彼
ら
四
人
が
仲
裁
人
と
し
て

一
ヶ
月
以
内
に
決
定
を
下
す
こ
と
と
さ

（
（（
（

れ
、
一
ヶ
月
以
内
に
決
め
ら
れ
な
い
場
合
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
入
っ
て
決
定
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
（
（（
（

た
。
こ
の
四
人
は
一
年
任
期
で
、
一
年
経
過
後
は
同
様
に
別
の
四
人
が
選
出
さ
れ
る
。
協
定
全
体
の
有
効
期
間
は
四
年
と
さ
れ

（
（（
（

た
。
前
述

の
一
三
三
二
年
の
皇
帝
に
よ
る
仲
裁
判
決
以
後
も
な
お
残
っ
て
い
た
対
立
点
が
ど
う
解
決
さ
れ
た
か
は
不
明
で
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
将
来

の
紛
争
の
た
め
の
枠
組
み
が
合
意
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
の
協

定
の
成
立
に
立
ち
会
い
、
協
定
証
書
に
印
章
を
付
し
て
い
る
こ
と
で
あ

（
（（
（

る
。
お
そ
ら
く
協
定
は
彼
の
仲
介
に
よ
り
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
一
三
三
二
年
の
指
令
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
で
あ
っ
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
が
こ
こ
で
登
場
す
る
の
に
は
、
背
後
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に
皇
帝
の
意
向
が
働
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
一
三
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
皇
帝
が
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
紛
争
の
解
決
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
仲
裁
と

い
う
形
式
が
明
示
的
に
採
用
さ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
、
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
他
の
貴
族
た
ち
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
他
の

国
王
都
市
と
い
っ
た
、
い
ず
れ
も
皇
帝
と
結
び
つ
く
現
地
の
勢
力
が
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
後
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
治
世
中
は
、
両
者
の
大
き
な
対
立
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
一
三
四
一
年
一
〇
月
に
、
五
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン

た
ち
が
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
一
人
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
カ
ル
ベ
ンFriedrich von K

arben

お
よ
び
彼
の
持
ち
分
共
有
者
た
ち
と
二

人
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
民
と
の
間
の
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
新
し
い
肉
売
り
台
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
、
決
定
を
下
し
て
い

（
（（
（

る
。
こ
れ

は
国
王
の
命
令
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
仲
裁
人
に
よ
る
仲
裁
判
決
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

（
（（
（

る
。
個
々
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
間
の
紛
争
で
あ

る
が
、
仲
裁
判
決
が
実
際
に
下
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
一
三
四
〇
年
代
末
か
ら
、
更
に
城
と
市
の
対
立
を
知
ら
せ
る
史
料
が
伝
わ
る
。
こ
の
と
き
の
対
立
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
か

ら
カ
ー
ル
四

（
（（
（

世
へ
の
王
位
移
行
に
伴
う
混
乱
を
背
景
と
し
て
い
た
。
教
皇
庁
と
対
立
し
続
け
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
に
対
し
て
、
教
皇
庁
の

意
を
受
け
た
選
挙
侯
た
ち
は
一
三
四
六
年
七
月
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
家
の
カ
ー
ル
を
対
立
国
王
と
し
て
選
出
し
た
。
ウ
ル
リ
ヒ
三
世
・
フ
ォ

ン
・
ハ
ー
ナ
ウ
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
た
ち
と
い
っ
た
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
・
中
ラ
イ
ン
の
貴
族

た
ち
は
、
早
く
も
一
三
四
七
年
に
は
カ
ー
ル
四
世
側
に
付
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
な
ど
の
ヴ
ェ
ッ

テ
ラ
ウ
の
国
王
都
市
は
、
一
三
四
七
年
一
〇
月
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
の
急
死
後
も
、
反
カ
ー
ル
四
世
の
陣
営
に
と
ど
ま
っ

（
（（
（

た
。
候
補
者
探

し
に
手
間
取
っ
た
反
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
陣
営
は
、
よ
う
や
く
一
三
四
九
年
一
月
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
ギ
ュ
ン
タ
ー
を
対
立
国
王
に
選

挙
す
る
が
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
は
同
年
二
月
に
国
王
ギ
ュ
ン
タ
ー
か
ら
特
権
確
認
を
受
け
て
い

（
（（
（

る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
城
と
の
対
立
で
城

側
に
圧
迫
さ
れ
た
市
側
は
、
国
王
ギ
ュ
ン
タ
ー
を
市
内
に
招
い

（
（（
（

た
。
国
王
の
登
場
に
際
し
て
、
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
も
一
時
ギ
ュ
ン
タ
ー
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の
王
位
を
承
認
し
た
よ
う
で
あ

（
（（
（

る
。
し
か
し
、
王
位
を
争
う
両
陣
営
の
対
立
は
カ
ー
ル
四
世
側
に
圧
倒
的
に
有
利
に
展
開
し
、
ギ
ュ
ン
タ
ー

は
一
三
四
九
年
五
月
末
に
は
カ
ー
ル
四
世
と
和
解
し
て
王
位
を
断
念
す
る
。
こ
の
和
解
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
も
含

ま
（
（（
（

れ
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
は
、
一
三
四
九
年
六
月
初
め
に
、
カ
ー
ル
四
世
か
ら
特
権
確
認
な
ど
を
得

（
（（
（

る
。

　

こ
う
し
た
中
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
は
、
一
三
四
九
年
五
月
初
め
、
翌
年
三
月
ま
で
の
休
戦
に
合
意

（
（（（
（

し
、
こ
の
間
互

い
に
相
手
に
損
害
を
与
え
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。
市
側
の
証
書
に
は
市
の
他
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
が
印
章
を
付
し
、
ま
た
城
側
の
証
書

に
は
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ナ
ウ
が
印
章
を
付
し
て
お
り
、
両
者
が
休
戦
約
束
の
保
証
人
と
な
っ
た
。
休
戦
合
意
自
体
も
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
と
ウ
ル
リ
ヒ
の
仲
介
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
国
王
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
陣
営
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
と
カ
ー
ル
四
世
に
付
い
て
い
た
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ナ
ウ
が
並
ん
で
登
場
す
る
こ
と
は
、
こ
の
と
き
の
市
と
城
の
対
立
が
、
王
位

争
い
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
城
側
は
、
国
王
ギ
ュ
ン
タ
ー
が
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
を
去
っ
た
後
、
カ
ー
ル
四
世
陣

営
に
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

更
に
両
者
は
同
日
付
で
、
両
者
の
間
で
成
立
し
た
和
解
を
宣
言
し
、
そ
の
遵
守
を
約
束
し

（
（（（
（

た
。
市
側
が
発
行
し
た
証
書
に
よ
れ
ば
、
国
王

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
証
書
の
各
条
項
は
遵
守
さ
れ
る
。
市
は
、
城
側
に
よ
る
放
火
や
損
害
に
対
す
る
請
求
を
放
棄
す
る
。
市
側
が
行
っ
た

建
築
は
取
り
壊
し
、
市
は
今
後
城
に
害
と
な
る
建
築
を
せ
ず
、
建
築
に
は
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
城
の
バ
ウ
マ
イ
ス
タ
ー
の
同
意
を
得
る
。
そ

れ
に
対
し
て
市
側
は
、
門
と
家
を
従
来
通
り
に
再
建
し
て
よ
い
。
こ
の
和
解
に
つ
い
て
も
、
市
側
の
証
書
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
が
、

城
側
の
証
書
に
は
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ナ
ウ
が
と
も
に
印
章
を
付
し
て
い
る
。

　

上
述
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
た
め
の
特
権
確
認
等
が
行
わ
れ
た
の
と
同
じ
時
期
、
一
三
四
九
年
六
月
初
め
に
は
、
カ
ー
ル
四
世
が
マ
イ

ン
ツ
で
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
建
物
の
取
り
壊
し
に
関
し
て
証
書
を
発
行
し
て
い

（
（（（
（

る
。
内
容
は
、
両
者
が
国
王
の
前
で
協
議
し
合
意

し
た
も
の
と
さ
れ

（
（（（
（

る
。
中
身
と
し
て
は
、
先
の
和
解
の
文
言
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
市
側
は
、
建
物
を
取
り
壊
す
こ
と
と
、
今
後
ブ
ル
ク



フリードベルク城対フリードベルク市（１）

北法62（5・17）1127

グ
ラ
ー
フ
お
よ
び
城
の
バ
ウ
マ
イ
ス
タ
ー
の
同
意
な
く
城
に
有
害
な
建
物
を
建
て
な
い
こ
と
を
、国
王
の
前
で
改
め
て
約
束
し
、そ
れ
に
よ
っ

て
先
の
当
事
者
間
の
和
解
は
、
国
王
の
権
威
に
よ
っ
て
効
力
を
補
強
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
一
三
五
〇
年
代
か
ら
は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
に
お
け
る
穀
物
税M

ahlgeld

の
徴
収
に
関
し
て
、
城
側
と
都
市
側
の
見
方
の
対

立
が
あ
っ
た
こ
と
が
間
接
的
に
知
ら
れ
る
。
一
三
五
三
年
五
月
、
カ
ー
ル
四
世
は
プ
ラ
ハ
か
ら
、M

ahlgeld

に
関
し
て
城
に
対
す
る
命
令

を
発
し
て
い

（
（（（
（

る
。
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
穀
物
税
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
三
一
八
年
一
一
月
に
、
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
市
に
そ
の
徴

収
を
許
可
し
て
い

（
（（（
（

た
。
更
に
一
三
四
六
年
三
月
の
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
の
市
の
た
め
の
特
権

（
（（（
（

状
は
、
市
に
穀
物
税
徴
収
を
認
め
た
う
え

で
、
徴
収
を
ブ
ル
ク
マ
ン
の
関
与
な
し
に
行
っ
て
よ
い
こ
と
と
し
て
い
た
。
穀
物
税
に
は
市
以
外
何
人
も
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
も
言
明
さ

れ
た
。
税
の
用
途
と
し
て
は
、
市
の
囲
壁
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
上
述
の
カ
ー
ル
四
世
の
命
令
で
は
、
カ
ー
ル
は
い
っ

た
ん
城
側
に
穀
物
税
の
半
分
を
支
払
う
よ
う
市
に
命
じ
た
が
、
そ
の
後
当
時
市
の
質
入
れ
を
受
け
て
い
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク

（
（（（
（

伯
が
苦
情

を
申
し
立
て
た
た
め
、
城
が
穀
物
税
を
得
る
の
を
や
め
る
よ
う
に
、
城
に
対
し
て
命
令
し
て
い
る
。
伯
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
穀
物
税
に
つ

い
て
は
何
ら
新
し
い
法
の
定
め
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
カ
ー
ル
即
位
の
ず
っ
と
前
か
ら
市
に
属
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
証
書

に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
伯
側
は
先
の
一
三
四
六
年
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
の
証
書
を
証
拠
と
し
て
持
ち
出
し
て
い

（
（（（
（

る
。
更

に
、
カ
ー
ル
自
身
が
質
受
人
で
あ
る
伯
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
よ
う
質
入
れ
の
際
に
約
束
し
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
前
面
に
出
て
い
る
の
は
質
入
れ
を
受
け
て
い
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
で
あ
る
が
、文
書
は
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
に
伝
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
背
後
に
は
市
民
た
ち
が
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
三
六
六
年
一
月
、
カ
ー
ル
四
世
は
再
び
プ
ラ
ハ
か
ら
、
城
に
対
し
て
命
令
を
下
し
て
い

（
（（（
（

る
。
ブ
ル
ク
マ
ン
は
市
内
に
、
市
民
は
城
内
に

土
地
や
家
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
城
側
が
こ
れ
に
反
し
て
市
内
に
土
地
や
家
を
獲
得
し
て
い
る
と
聞
い

た
の
で
、
皇
帝
は
、
こ
れ
を
や
め
、
市
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
城
に
対
し
て
命
令
し
た
。
ま
た
市
が
建
設
し
た
門
や
門
の
前
の
土
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地
で
あ
る
、い
わ
ゆ
るBifang

に
つ
い
て
も
ま
た
、市
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
。市
側
は
、皇
帝
の
も
と
に
苦
情
を
訴
え
て
、

こ
の
命
令
を
得
た
の
で
あ
ろ

（
（（（
（

う
。
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erechtigkeiten und der R

öm
. K

eys. M
ayest. unsers A

llergnedigsten H
errn 

ohnm
ittelbare Superioritet. und des heyligen R

oem
ischen R

eichs Interesse w
ider der B

urg daselbsten angem
aste 

N
ew

erungen und erw
agte Strittigkeiten, 1610, V

orw
ort.

（
２
）
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
ケ
ー
ス
以
外
に
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
で
見
ら
れ
た
具
体
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
中
ラ
イ
ン
地
方
の
覇
権
を
め
ぐ
る
マ

イ
ン
ツ
大
司
教
と
ラ
イ
ン
宮
中
伯
の
争
い
、
多
く
の
司
教
都
市
に
お
け
る
都
市
領
主
た
る
司
教
と
市
民
団
体
の
争
い
（
著
し
い
ケ
ー
ス
と
し
て

ケ
ル
ン
大
司
教
と
ケ
ル
ン
市
の
争
い
な
ど
）、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
と
の
争
い
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
３
）
そ
の
よ
う
な
継
続
的
紛
争
に
つ
い
て
は
、
紛
争
主
体
お
よ
び
争
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
広
狭
の
区
別
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
紛
争

主
体
に
関
し
て
は
、
同
じ
人
間
同
士
が
争
う
場
合
を
狭
義
の
継
続
的
紛
争
、
具
体
的
な
人
間
は
変
わ
っ
て
も
対
立
の
当
事
者
と
し
て
は
同
じ
主

体
と
見
な
し
う
る
場
合
を
広
義
の
継
続
的
紛
争
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
は
、
例
え
ば
二
つ
の
貴
族
家
門
が
何
代
に
も
わ
た
っ
て
争
い

続
け
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
争
点
に
関
し
て
は
、
一
つ
の
同
じ
争
点
を
め
ぐ
っ
て
争
い
続
け
る
場
合
を
狭
義
の
継
続
的
紛
争
、
同
一
主
体
が

時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
争
点
を
め
ぐ
っ
て
争
い
続
け
る
場
合
を
広
義
の
継
続
的
紛
争
と
見
な
せ
よ
う
。
同
じ
人
間
が
同
じ
争
点
を

め
ぐ
っ
て
争
う
場
合
は
、
い
わ
ば
最
狭
義
の
継
続
的
紛
争
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
扱
う
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
事
例
は
、
逆
に
、
紛
争
主

体
に
つ
い
て
も
、
争
点
に
つ
い
て
も
、
広
義
の
継
続
的
紛
争
で
あ
る
。

（
４
）
我
が
国
で
は
、
と
り
わ
け
服
部
良
久
氏
が
、
中
世
・
近
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て
、
多
く
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
服
部

良
久
「
中
世
盛
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
国
制
」『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
九
一－

二
一
一
頁
、
同
「
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
秩
序
─
─
紛
争
解
決
と
国
家
・
社
会
─
─
」『
史
林
』
八
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
六－

八
九
頁
、
同
「
一
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三
世
紀
の
ド
イ
ツ
北
西
部
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
政
治
秩
序
」『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
一－

一
九
〇
頁
、同
「
中

世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
秩
序　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
の
治
世
」『
歴
史
と
地
理
』
六
〇
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一－

一
六

頁
、
同
『
ア
ル
プ
ス
の
農
民
紛
争　

中
・
近
世
の
地
域
公
共
性
と
国
家
』（
二
〇
〇
九
年　

京
都
大
学
学
術
出
版
会
）、
同
「
初
期
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ

ン
朝
時
代
の
紛
争
解
決
と
政
治
秩
序　

国
王
と
「
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ン
家
」
の
対
立
を
め
ぐ
っ
て
」『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
九
号
（
二
〇
一
〇

年
）
一
八
七－

二
九
〇
頁
、
同
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
の
宮
廷
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
─
─
儀
礼
・
争
い
・
秩
序
」『
京
都

大
学
文
学
部
紀
要
』
五
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
〇
一－

二
四
九
頁
。
他
に
、
日
本
の
学
界
で
の
議
論
の
一
端
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
二
〇

〇
七
年
度
西
洋
史
研
究
会
の
共
通
論
題
報
告
と
討
論
を
ま
と
め
た
、「
中
世
王
権
と
聖
俗
貴
族
層
─
─
紛
争
の
解
決
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
─

─
」『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
三
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
八
二－

二
六
六
頁
も
参
照
。
西
洋
学
界
に
お
け
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た

り
、
服
部
良
久
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
紛
争
解
決
─
─
儀
礼
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
国
制
─
─
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
三
巻

三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
〇－
八
二
頁
を
参
照
。
い
く
つ
か
の
論
文
は
、
服
部
良
久
編
訳
『
紛
争
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』（
二
〇
〇
六
年

　

京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
で
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
近
年
盛
ん
な
文
化
史
的
な
史
料
解
釈
に
対
し
て
、
法
史

研
究
の
立
場
か
ら
の
解
釈
を
提
示
す
る
の
は
、K

arl K
ro

esch
ell, G

ew
a

lt O
d

er R
ech

t ? Rechtsverständnis und K
onfliktlösung im

 
deutschen H

ochm
ittelalter 

『
日
本
学
士
院
紀
要
』
六
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
六
七－

二
七
七
頁
（
日
本
語
訳
二
五
六－

二
六
六
頁
）。

ま
た
、西
川
洋
一
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
期
の
国
王
裁
判
権
」
渡
辺
節
夫
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
社
会
に
お
け
る
統
合
と
調
整
』

（
二
〇
一
一
年　

創
文
社
）
九－

三
五
頁
も
参
照
。
そ
の
他
、
ド
イ
ツ
学
界
に
お
け
る
こ
の
テ
ー
マ
へ
の
取
組
と
し
て
、
文
化
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
法
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
も
に
目
配
り
し
た Stefan E

sd
ers (hg.), Rechtsverständnis und K

onfliktbew
ältigung. Gerichtliche und 

aussergerichtliche Strategien im
 M

ittelalter, K
öln u.a. 2007 

の
み
を
あ
げ
て
お
く
。

（
５
）M

ax F
o

lt
z (bearb.), U

rkundenbuch der Stadt Friedberg, Bd.1: 1216-1410, M
arburg 1904 

（
以
下
、UB Friedberg, 1 

と
略
す
）, 

T
hom

as S
ch

ilp (bearb.), D
ie Reichsburg Friedberg im

 M
ittelalter. Regesten der U

rkunden 1216-1410, (U
rkundenbuch der 

Stadt Friedberg, Bd.2), M
arburg 1987

（
以
下
、Regesten 

と
略
す
）.

（
６
）
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
市
と
城
の
歴
史
を
扱
っ
た
一
九
世
紀
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
、Philipp D

ieffen
ba

ch, Geschichte der Stadt und 
Burg Friedberg in der W

etterau, D
arm

stadt 1857. 

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
証
書
集
に
よ
り
つ
つ
、
城
と
市
の
関
係
を
、
項
目
ご
と
に

論
じ
た
文
献
と
し
て
、H

artm
ann M

en
z, Burg und Stadt Friedberg -1410, (D

iss. phil., M
arburg), M

arburg 1909. 

一
二
世
紀
以
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後
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
全
般
に
つ
い
て
、Reim

er S
t

o
bbe, D

ie Geschichte Friedbergs von der Gründung bis zur Reform
ation, 

in: M
ichael K

eller (hg.), Friedberg in H
essen. D

ie Geschichte der Stadt, Bd.1: V
on den A

nfängen bis zur Reform
ation, 

Friedberg 1997, S.129-245. 

ま
た
、
中
世
後
期
と
近
世
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、V

olker P
ress, Friedberg – 

Reichsburg und Reichsstadt im
 Spätm

ittelalter und in der frühen N
euzeit, in: W

etterauer Geschichtsblätter 35 (1986), 
S.1-27. 

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
市
の
関
係
を
、
中
世
中
期
か
ら
近
代
ま
で
概
観
す
る
の
は
、Raim

er Z
u

ch, Burg und Stadt Friedberg 
: V

on der Reichsstadt zur K
reisstadt, von der Reichsburg zum

 Stadteil. Stationen eines schw
ierigen V

erhältnisses, 
in : Christine M

ü
lle

r u.a. (red.), Burg und Stadt (Forschungen zu Burgen und Schlössern, Bd.11), M
ünchem

-Berlin 
2008, S.75-90, 

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
に
関
す
る
基
本
的
な
研
究
文
献
と
し
て
、T

hom
as S

ch
ilp, D

ie Reichsburg Friedberg 
im

 M
ittelalter. U

ntersuchungen zu ihrer V
erfassung, V

erw
altung und Politik (=

W
etterauer G

eschichtsblätter 31), 
Friedberg 1982, 

城
に
関
し
て
は
、
他
に
、A

lbrecht E
ck

h
a

rd
t, Burggraf, Gericht und Burgregim

ent im
 m

ittelalterlichen 
F
riedberg, in: W

etterauer G
eschichtsblätter 20 (1970), S.17-82, F

red S
c

h
w

in
d, Zur V

erfassung und B
edeutung der 

Reichsburgen,vornehm
lich im

 12. und 13. Jahrhundert, in : H
ans P

a
t

ze (hg.), D
ie Burgen im

 deutschen Sprachraum
. Ihre 

rechts-und verfassungsgeschichtliche Bedeutung, Bd. 1, (V
orträge und Forschungen, Bd, 19), Sigm

aringen 1976, S.85-
122, S.101-106. 

中
世
後
期
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、W

ilhelm
-H

ans B
ra

u
n, Friedberg im

 Spätm
ittelalter 

(1250-1500), in: W
etterauer Geschichtsblätter 15 (1966), S.59-72, Reim

er ST
O
BBE, D

ie Städte Schotten und Friedberg im
 

Einfluss hegem
onialer V

orm
achtansprüche im

 späten M
ittelalter, in: M

itteilungen des O
berhessischen Geschichtsvereins 

77 (1992), S.605-631, S.615ff., 

城
と
市
のV

erfassung
に
つ
い
て
は
、H

artm
ann M

en
z, Burg und Stadt Friedberg -1410 (D

iss.
phil.M

arburg, 1909), M
arburg 1909

も
参
照
。
中
世
後
期
、
特
に
一
四
世
紀
後
半
以
後
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
経
済
と
社
会
構
成
に
つ

い
て
は
、Reim

er S
t

o
bbe, D

ie Stadt Friedberg im
 Spätm

ittelalter. Sozialstruktur, W
irtschaftsleben und politisches U

m
feld 

einer kleinen Reichsstadt, D
arm

stadt u. M
arburg 1992 

を
参
照
。

（
７
）
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
帝
国
領
国
政
策
全
般
に
つ
い
て
は
、K

arl B
o

sl, D
ie Reichsm

inisterialität der Salier und Staufer. Ein 
Beitrag zur Geschichte des hochm

ittelalterlichen deutschen V
olkes, Staates und Reiches (Schriften der M

GH
 10), 2 T

eile, 
Stuttgart 1950, S.140ff., 

西
川
洋
一
「
一
二
世
紀
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
試
論
─
─
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
の
政
策
を
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中
心
と
し
て
─
─
（
一
）」『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
四
巻
五
・
六
号
（
一
九
八
一
年
）
一－

六
三
頁
、
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
８
）
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
に
お
け
る
帝
国
領
国
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
は
、K

arl E. D
em

a
n

d
t, Geschichte des Landes H

essen, 2.A
ufl., K

assel 
und Basel 1972, S.458ff., Fred S

ch
w

in
d, D

ie Landvogtei in der W
etterau. Studien zu H

errschaft und Politik der staufischen 
und spätm

ittelalterlichen K
önige, M

arburg 1972, S.1-86, W
alter H

ein
em

ey
er, D

as H
ochm

ittelalter, in: D
ers. (hg.), D

as 
W

erden H
essens, M

arburg 1986, S.159-193, S.176-178.

（
９
）
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
が
城
と
都
市
を
セ
ッ
ト
に
し
て
設
置
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、W

.H
ein

em
ey

er, a.a.O
., S.178. 

シ
ュ
タ
ウ

フ
ァ
ー
の
帝
国
領
国
政
策
一
般
に
お
け
る
城
と
都
市
の
隣
接
事
例
に
つ
い
て
は
、H

ans N
iese, D

ie V
erw

altung des Reichsgutes im
 13. 

Jahrhundert. Ein Beitrag zur deutschen V
erfassungsgeschichte, Innsbruck 1905, S.243-261.

（
10
）
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
都
市
の
初
期
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、H

.N
iese, a.a.O

.

（
注
９
）, S.248ff., F.S

ch
w

in
d, a.a.O

.

（
注
８
）, S.29ff., 

T
h. S

ch
ilp, a.a.O

.

（
注
６
）, S.12ff., R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.134ff.

（
11
）
城
は
一
二
一
六
年
、
都
市
（
市
民
）
は
一
二
一
九
年
に
最
初
の
言
及
が
現
れ
る
。Johann Friedrich B

ö
h

m
er und Julius F

ick
er 

(hg.), Regesta im
perii, V

, D
ie Regesten des K

aiserreichs unter Philipp, O
tto IV

., Friedrich II., H
einrich (V

II.), Conrad 
IV

., H
einrich Raspe, W

ilhelm
 und Richard 1198-1272, Bd.1, Innsbruck 1881-1882 (N

D
 H

ildesheim
 1971), N

r.883, Johann 
F
riedrich B

ö
h

m
e

r und Johannes L
a

u (hg.), U
rkundenbuch der R

eichsstadt F
rankfurt, B

d.1, F
rankfurt 1901, N

r.44, 
J.F. B

ö
h

m
er u. J.F

ick
er, a.a.O

., N
r.1035, J.F. B

ö
h

m
er u. J.L

a
u, a.a.O

., N
r.46.

（
12
）T

h.S
ch

ilp, a.a.O
.

（
注
６
）, R.S

t
o

bbe, Geschichte
（
注
６
）, S.192ff.

（
13
）
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
は
、
一
三
三
七
年
七
月
に
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
に
つ
い
て
ブ
ル
ク
フ
リ
ー
デ
を
定
め
て
い
る
。
ブ
ル
ク
マ
ン
団

体
の
王
権
直
属
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
。Regesten, N

r.253, Johann Friedrich B
ö

h
m

er und Julius F
ick

er (hg.), A
cta im

perii 
selecta. U

rkunden deutscher K
önige und K

aiser 928-1398 m
it einem

 A
nhang von Reichssachen, Innsbruck 1870 (N

D
 

A
alen 1967), N

r.776, U
B Friedberg, 1, N

r.312. 

ま
た
、
一
三
四
九
年
に
は
国
王
カ
ー
ル
四
世
が
ブ
ル
ク
フ
リ
ー
デ
を
定
め
て
い
る
。

Regesten, N
r.280. 

（
14
）
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
職
が
世
襲
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
た
一
二
七
六
年
の
国
王
ル
ー
ド
ル
フ
の
証
書
（Regesten, N

r.100

）、
お
よ
び
ブ
ル
ク

マ
ン
た
ち
の
同
意
な
し
に
、
グ
ラ
ー
フ
や
フ
ラ
イ
ヘ
ル
を
ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
任
命
し
な
い
こ
と
を
定
め
た
、
一
二
八
五
年
の
国
王
ル
ー
ド
ル
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フ
の
特
権
状
（Regesten, N

r.112

）
を
参
照
。
ま
た
、
一
二
八
七
年
に
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
は
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
主
催
す
る
城
の
裁
判
所
で
の

み
裁
判
さ
れ
る
、と
い
う
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。Regesten, N

r.116. 

一
四
九
一
年
以
後
は
、一
二
名
の
執
政
ブ
ル
ク
マ
ン
だ
け
が
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー

フ
の
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。W

.-H
.B

ra
u

n, a.a.O
.

（
注
６
）, S.67.

（
15
）
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、Friedrich B

a
t

t
en

berg und A
ugust E

ck
h

a
rd

t, D
er Richter in eigener 

Sache, dargestellt anhand spätm
ittelalterlicher Q

uellen, insbesondere des Burggerichts Friedberg/H
essen und des 

Reichshofgerichts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ
anistische A

bteilung 95 (1978), S.79-114, 
S.86-100, T

h. S
ch

ilp, Reichsburg

（
注
６
）, S.114-126.

（
16
）
近
世
の
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
を
、
中
世
に
お
け
る
諸
前
提
と
と
も
に
扱
っ
た
文
献
と
し
て
、K

laus-D
ieter R

a
ck, D

ie Burg Friedberg im
 

A
lten Reich. Studien zu ihrer V

erfassungs- und Sozialgeschichte zw
ischen dem

 15. und 19. Jahrhundert, D
arm

stadt und 
M

arburg 1988.  

近
世
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、K

laus-D
ieter R

a
ck, Friedberg – Reichsstadt und kaiserliche 

Burg, in: M
itteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins Giessen 83 (1998), S.87-110 

も
参
照
。

（
17
）
以
下
に
つ
い
て
は
、R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.139, R.S

t
o

bbe, Städte

（
注
６
）, S.616.

（
18
）
以
下
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、T

h.S
ch

ilp, a.a.O
.

（
注
６
）, S.174ff. 

毛
織
物
業
や
メ
ッ
セ
に
よ
る
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
経
済
的
発
展
に
つ
い

て
は
、H

ektor A
mm


a

n
n, D

ie Friedberger M
essen, in: Rheinische V

ierteljahrsblätter 15/16 (1950/51), S.192-225, T
h.S

ch
ilp,  

a.a.O
.

（
注
６
）, S.190ff. 

を
見
よ
。
中
ラ
イ
ン
地
方
に
お
け
る
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
位
置
に
つ
い
て
は
、R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, 

S.162ff.

（
19
）
史
料
初
出
は
一
二
六
六
年
で
あ
る
。U

B Friedberg, 1, N
r.50.

（
20
）
一
四
世
紀
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
経
済
的
発
展
に
つ
い
て
は
、R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.148-163.

（
21
）
そ
の
販
路
は
、
東
方
は
ブ
レ
ス
ラ
ウ
、
西
南
方
は
ベ
ル
ン
、
東
南
方
は
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
や
グ
ラ
ー
ツ
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。H

.A
mm


a

n
n, 

a.a.O
.

（
注
18
）, S.205f.

（
22
）W
.-H

.B
ra

u
n, a.a.O

.

（
注
６
）, S.63. M

erenberg (1290), Salm
ünster (1320), U

lrichstein (1347), Schotten (1354), Bingenheim
 

(1357), Engers a. Rh. (1357), W
ehrheim

 (1372), 

な
ど
の
諸
都
市
が
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
法
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
一
四
世
紀
末
以
後
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
衰
退
に
つ
い
て
は
、R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.197-206, 

そ
れ
を
背
景
と
し
た
市
内
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紛
争
に
つ
い
て
は
、Ebenda, S.206-209.

（
24
）
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
状
況
に
関
し
て
は
、F.S

ch
w

in
d, Zur V

erfassung

（
注
６
）, S.106-112, V

olker R
ö

d
el, D

ie O
ppenheim

er 
Reichsburgm

annschaft, in: A
rchiv für hessische Geschichte und A

ltertum
skunde, N

F 35 (1977), S.9-48, D
ers., O

ppenheim
 

als Burg und Stadt des Reichs, in: Geschichtliche Landeskunde 21 (1980), S.60-81.

（
25
）
中
世
後
期
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
城
と
都
市
の
対
立
に
つ
い
て
、
全
般
的
に
は
、T

h. S
ch

ilp, Reichsburg

（
注
６
）, S.174-212, 

R. S
t

o
bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.142-148.

（
26
）T

h.S
ch

ilp, Reichsburg

（
注
６
）, S.200ff.  

ま
た
、K

.-D
.R

a
ck, Friedberg

（
注
16
）, S.94f.

も
参
照
。

（
27
）
拙
稿
「
一
三
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
の
帝
国
国
制
─
─
ル
ー
ド
ル
フ
一
世
の
帝
国
領
回
収
政
策
を
中
心
に
─
─
（
一
）」『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

〇
七
巻
七
・
八
号
（
一
九
九
四
年
）
一
二
八－

一
八
七
頁
を
参
照
。
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
プ
ス
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
一
般
的
に
は
、

さ
し
あ
た
り
、T

hom
as Z

o
t

z, Rudolf von H
absburg (1273-1291), in: Bernd S

ch
n

eid
m

ü
ller und Stefan W

ein
fu

rt
er (hg.), 

D
ie deutschen H

errscher des M
ittelalters. H

istorische Portraits von H
einrich I. bis M

axim
ilian I. (919-1519), M

ünchen 
2003, S.340-359, Peter M

o
ra

w, V
on offener V

erfassung zu gestalteter V
erdichtung, Berlin 1985, S.211-222, H

einz T
h

o
m

a
s, 

D
eutsche Geschichte des Spätm

ittelalters 1250-1500, Stuttgart 1983, S.29-85, K
arl-Friedrich K

rieger, D
ie H

absburger im
 

M
ittelalter. V

on Rudolf I. bis Friedrich III., Stuttgart 1994, S.11-74, D
ers., Rudolf von H

absburg, D
arm

stadt 2003. 

ル
ー
ド

ル
フ
の
国
王
支
配
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、Egon B

o
sh

o
f und Franz-Reiner E

rk
en

s (hg.), Rudolf von H
absburg 1273-1291. Eine 

K
önigsherrschaft zw

ischen T
radition und W

andel, K
öln u.a. 1993 

に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
を
参
照
。
彼
の
宮
廷
と
宮
廷
集
会
に
つ

い
て
は
、Egon B
o

sh
o

f, H
of und H

oftag K
önig Rudolfs von H

absburg, in: Peter M
o

ra
w (hg.), D

eutscher K
önigshof, H

oftag 
und Reichstag im

 späteren M
ittelalter (V

orträge und Forschungen, Bd.48), Stuttgart 2002, S.387-415

を
参
照
。

（
28
）
全
般
的
に
は
、O

sw
ald R

ed
lich, Rudolf von H

absburg. D
as deutsche Reich nach dem

 U
ntergange des alten K

aisertum
s, 

Innsbruck 1903 (N
D
 A

alen 1965), S.467ff., 

ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
と
中
ラ
イ
ン
地
方
に
お
け
る
試
み
に
つ
い
て
は
、T

hom
as-M

ichael 
M

a
rt

in, D
ie Städtepolitik Rudolfs von H

absburg, Göttingen 1976, S.110ff.

（
29
）
一
二
七
五
年
の
城
破
壊
と
そ
の
前
後
の
動
き
に
つ
い
て
は
、T

h.S
ch

ilp, a.a.O
.

（
注
６
）, S.185f., R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.142f.

（
30
）U

B Friedberg, 1, N
r.60.

こ
の
証
書
に
つ
い
て
は
、Fritz H

. H
errm

a
n

n, A
us der Geschichte der Friedberger Judengem

einde, in: 
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W
etterauer Geschichtsblätter 16 (1987), S.51-78, S.51ff., D

ers., V
om

 “O
pferpfennig” befreit, die “K

ronsteuer” erfolgreich 
verw

eigert. N
och einm

al: Zur Sonderstellung der Friedberger Juden, in: W
etterauer Geschichtsblätter 32 (1983), S.119-123. 

ヘ
ル
マ
ン
は
、
こ
の
と
き
の
処
分
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ユ
ダ
ヤ
人
税
は
以
後
恒
久
的
に
城
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
し
て

い
る
。
ま
た
、R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.188f. 

（
31
）Bernhard D

iest
elk

a
m

p und U
te R

ö
d

el (bearb.), D
ie Zeit Rudolfs von H

absburg 1273-1291 (U
rkundenregesten zur 

T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und H
ofgerichts bis 1451, Bd.3), K

öln-W
ien 1986, 

（
以
下
で
はU

R3 

と
略
す
）, N

r.80, U
B 

Friedberg, 1, N
r.61.

（
32
）U

R3, N
r.81.

（
33
）
ル
ー
ド
ル
フ
に
よ
る
国
王
都
市
か
ら
の
一
般
租
税
徴
収
の
試
み
と
、い
わ
ゆ
る
「
に
せ
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
」
の
出
現
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
、

こ
の
と
き
の
都
市
反
乱
に
つ
い
て
は
、Johann Friedrich B

ö
h

m
er und O

sw
ald R

ed
lich (hg.), Regesta im

perii, V
I, 1, D

ie Regesten 
des K

aiserreichs unter Rudolf, A
dolf, A

lbrecht, H
einrich V

II. 1273-1313, Innsbruck 1898 (N
D
 H

ildesheim
 1969), N

r.1897a, 
O
. R

ed
lich, a.a.O

.

（
注
28
）, S.526ff., T
h.-M

.M
a

rt
in, a.a.O

.

（
注
28
）, S.161ff.

（
34
）U

R3, N
r.478, U

B Friedberg, 1, N
r.85, F.S

ch
w

in
d, a.a.O

.

（
注
８
）, S.111, T

h.S
ch

ilp, Reichsburg

（
注
６
）, S.187. „... nos inter 

nostros fideles, m
ilites castrenses et cives de V

rideberg ordinacionem
, concordiam

 et securitatem
 fecim

us cum
 consensu 

et voluntate partis utriusque in hunc m
odum

 

…“　

史
料
の
こ
の
表
現
は
、
あ
る
い
は
仲
裁
判
決
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

国
王
ル
ー
ド
ル
フ
は
、
た
び
た
び
み
ず
か
ら
仲
裁
裁
判
官
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。U

te R
ö

d
el, K

önigliche Gerichtsbarkeit und 
Streitfälle der Fürsten und Grafen im

 Südw
esten des Reiches 1250-1313, K

öln-W
ien 1979, S.154, U

R3, S.X
f., U

R3, N
r.39, 96, 

152, 154, 156, 165, 216, 299, 363, 389, 390, 458, 482, 516, 530, 537, 538, 563, 575, 576, 593, 594, 627. 

し
か
し
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
は
明
示
的
に
仲
裁
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
都
市
反
乱
の
事
後
処
理
と
い
う
当
時
の
文
脈
か
ら
し
て
、
当
事
者
た
ち
の
付

託
よ
り
も
国
王
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
文
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で

の
国
王
の
決
定
と
（
史
料
の
文
言
通
り
に
）
解
し
て
お
く
。

（
35
）U

B Friedberg, 1, N
r.85, A

rt.3, 4, “

… et in se elegerunt dom
ini pape excom

m
unicationem

 et nostram
 proscriptionem

 
faciendam

, 

…”.
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（
36
）U

B Friedberg, 1, N
r.85, A

rt.5, “A
djectum

 est eciam
, quod si inter predictos m

ilites et cives vel eorum
 fam

iliam
 alique 

rixe vel contenciones seu pugne surrexerint, hoc judicari debet secundum
 quod in ipsa civitate a retroactis tem

poribus 
est consuetum

.”

（
37
）U

B Friedberg, 1, N
r.84, H

.M
en

z, a.a.O
.

（
注
６
）, S.81, R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.143f.　

一
二
九
二
年
、
国
王
ア
ー
ド
ル
フ

も
同
様
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
。U

B Friedberg, 1, N
r.106.

（
38
）U

te R
ö

d
el (bearb.), D

ie Zeit A
dolfs von N

assau, A
lbrechts I. von H

absburg, H
einrichs von Luxem

burg 1292-1313, 
(U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und H
ofgerichts bis 1451, Bd.4), K

öln u.a. 1992,

（
以
下
で
はU

R4 

と
略
す
） N

r.53, U
B Friedberg, 1, N

r.112.　

も
っ
と
も
、
国
王
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
騒
擾
を
問
題
に
し
た
の
か
、
ま
た
騒
擾
の
原
因
は

何
か
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.147.

（
39
）
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
に
つ
い
て
、一
般
的
に
は
、さ
し
あ
た
り
、Christine R

ein
le, A

lbrecht I. (1298-1308), in: B.S
ch

n
eid

m
ü

ller u.  
S. W

ein
fu

rt
er (hg.), a.a.O

.

（
注
27
）, S.372-380, H

.T
h

o
m

a
s, a.a.O

.

（
注
27
）, S.108-130, K

.-F.K
rieger, H

abisburger

（
注
27
）, S.75-109. 

一
三
〇
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
頂
点
に
達
し
た
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
と
ラ
イ
ン
地
方
の
選
挙
侯
た
ち
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、A

lfred 
H

essel, Jahrbücher des deutschen Reiches unter K
önig A

lbrecht I. von H
absburg, M

ünchen 1931, S.60-108, A
lois G

erlich, 
K
önigtum

, rheinische K
urfürsten und Grafen in der Zeit A

lbrechts I. von H
absburg, in: Geschichtliche Landeskunde 5, 

2 (1969), S.22-88. 

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
と
中
ラ
イ
ン
お
よ
び
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
国
王
都
市
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、M

ichaela K
rissl, K

önig 
A
lbrecht I. und die Reichsstädte am

 M
ittelrhein und in der W

etterau, in: Jahrbuch für w
estdeutsche Landesgeschichte 

16 (1990), S.175-197.

（
40
）U

B Friedberg, 1, N
r.141, T

h.S
ch

ilp, Reichsburg, S.187. 
こ
の
後
、
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
一
三
〇
一
年
一
〇
月
に
、
フ
リ
ー
ド
ベ

ル
ク
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
の
各
市
に
対
し
て
、
一
定
の
金
額
を
一
時
に
ま
と
め
て
支
払
う
の
と
引
き
替
え
に
、
年
末
お
よ
び

今
後
三
年
分
の
租
税
支
払
い
を
免
除
し
て
い
る
。
選
挙
侯
た
ち
と
の
対
決
に
備
え
て
、前
倒
し
で
税
を
集
め
た
の
で
あ
る
。M

.K
rissl, a.a.O

.（
注

39
）, S.184, J.-F.B

ö
h

m
er-J.L

a
u, a.a.O

.

（
注
11
）, N

r.793, U
B Friedberg, 1, N

r.145.

（
41
）U

B Friedberg, 1, N
r.141, A

rt.2, “M
e han w

ir geredet, ob dikhein ufloufende dinc under uns gesche, des got niht engebe, 
oder ufloufen m

ohte, des han w
ir gekorn vier burcm

an und vier burgere, die sulen des gew
alt han hinzelegene, und niht 
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di di ez anget. Zw
eient si, so sal der gardian der barfuzen von Frideberg ein m

ittelm
an sin; das sulen di ahte einde geben 

innew
endic virzehen nahte und sulen iz niht langer ufzihen, si indunz danne durch daz beste. D

az sulen si begrifen bi 
iren truw

en und alse si gesw
oren han zu den heiligen. D

arnach sal der m
ittelm

an ein ende geben innew
eindic virzehen 

nahte. ...“.

（
42
）R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.147.

（
43
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
仲
裁
の
歴
史
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
情
報
を
与
え
る
の
は
、W

olfgang S
ellert, A

rt. Schiedsgericht, in: 
A
dalbert E

rler und E
kk


eh

a
rd K

a
u

fm
a

n
n (hg.), H

andw
örterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 1.A

ufl., Bd.4, Berlin 
1990, Sp.1386-1393. 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
仲
裁
の
展
開
に
関
す
る
研
究
を
い
く
つ
か
あ
げ
れ
ば
、Em

il U
st

eri, D
as öffentlich-rechtliche 

Schiedsgericht in der schw
eizerischen Eidgenossenschaft des 13. – 15. Jahrhunderts, Zürich 1925, H

erm
ann K

ra
u

se, 
D
ie geschichtliche Entw

icklung des Schiedsgereichtsw
esens in D

eutschland, Berlin 1930, K
arl Siegfried B

a
d

er, D
as 

Schiedsverfahren in Schw
aben vom

 12. bis zum
 ausgehenden 16. Jahrhundert, in: D

ers., A
usgew

ählte Schriften zur 
Rechts- und Landesgeschichte, Bd.1, Sigm

aringen 1984, S.157-225 (zuerst 1929), D
ers., D

ie Entw
icklung und V

erbreitung 
der m

ittelalterlichen Schiedsidee in Südw
estdeutschland und in der Schw

eiz, in: Ebenda, S.226-251 (zuerst 1935), D
ers., 

A
rbiter, arbitorator seu am

icabilis com
positor. Zur V

erbreitung einer kanonistischen F
orm

el im
 G

ebiet nördlich 
der A

lpen, in: Ebenda, S.252-289 (zuerst 1960), W
infried T

ru
sen, A

nfänge des gelehrten Rechts in D
eutschland. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Frührezeption, W
iesbaden 1962, S.148-161, M

ichael K
o

b
le

r, D
as Schiedsgerichtsw

esen 
nach bayerischen Q

uellen des M
ittelalters, M

ünchen 1967, W
ilhelm

 Ja
n

sse
n, B

em
erkungen zum

 A
ufkom

m
en der 

Schiedsgerichtsbarkeit am
 N

iederrhein im
 13. Jahrhundert, in: Jahrbuch des K

ölnischen Geschichtsvereins 43 (1971), S.77-
100, Christoph D

a
rt

m
a

n
n, Schiedsgerichtsbarkeit und gütliche Beilegung von K

onflikten in W
estfalen. D

as Beispiel der 
A
btei Liesborn, in: W

estfälische Forschungen 53 (2003), S.241-272.

（
44
）
一
三
〇
四
年
の
証
書
に
は
、
修
道
院
長
と
し
てBruder Reinhard
の
名
が
見
え
る
。U

B Friedberg, 1, N
r.152.

（
45
）U

R4, N
r.369, U

B Friedberg, 1, N
r.162, F.S

ch
w

in
d, a.a.O

.

（
注
８
）, S.121f., T

h.S
ch

ilp, Reichsburg

（
注
６
）, S.188ff., M

.K
rissl, 

a.a.O
.

（
注
39
）, S.187f., W

.-H
.B

ra
u

n, a.a.O
.

（
注
６
）, S.68.
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（
46
）U

B Friedberg, 1, N
r.162, “W

ir A
lbrecht von gots gnaden Rom

ischer cunig, 

…, daz w
ir zw

ischen unsern burgm
annen 

und unsern burgeren von Frydeberg um
e solyche zw

eiunge, alse undir in w
az, gem

achet han ein ordenunge und ein 
ew

ige saczunge, alse hernach gescriben steit, und han daruber beide burgm
an und burgere uns m

it iren druw
en globet, 

daz sie dieselben satzunge steite und feste halden an argelyste 

…”.

（
47
）
例
え
ば
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
自
身
が
仲
裁
裁
判
官
と
し
て
登
場
す
る
ケ
ー
ス
は
、
父
ル
ー
ド
ル
フ
に
比
べ
て
わ
ず
か
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。

U
.R

ö
d

el, a.a.O
.

（
注
34
）, S.154, U

R4, N
r.167, 207

（
た
だ
し228

）, 267, 271.

（
48
）U

B Friedberg, 1, N
r.162, A

rt.1, „Zu dem
 ersten spreichen w

ir, daz die burgere kysen sullent ses burgm
an of iren eit. 

D
ieselben sesse sollen zu in gein in den rat; und w

el sie kysen, die sollen in die burgm
an entw

orten, die sonber und 
ratber sin uns, dem

 ryche, dem
 lande, der burg und der stad zu Frideberg und dem

 gerichte, beide dem
 arm

en und dem
 

rychen zu notze, is sy an kaufe odir an andern dyngen, die nu otzber sin, an allein daz sie nyt sollen gebunden sin, w
a die 

burger ir beite setzen odir reyten um
 ir scu olt, m

an byde sie dan darzu o.“

（
49
）Ebenda, A

rt.1a, “W
er ist auch, daz die burgm

an duchte, daz ander burgm
an su onberre und w

eger w
eren danne die, 

die die burgere kuren, so sollen die burgm
an offe iren eit an den sessen abe und zudu on, also daz is blybe an den sessen. 

U
nd sollen dieselben sesse uns vu orbreingen und dem

 ryche, w
a m

an unreicht tu ot an unkaufe, an gerichte und an andern 
sachen, als davor gescriben steit, beite in der burg und in der stad; und sollen w

ir daz furbaz richten nach unserm
 

w
illen.”

（
50
）Ebenda, A

rt.2, “D
arnach sprechen w

ir: w
irret dem

 burgm
annen icht gei den burgern odir den burgern gein den 

burgm
annen, is sy um

 schult odir um
 unfuge odir um

 w
elcherhande sache is sy, darum

 suln die burgm
an in der stad 

neim
en, w

az die scheffen teilen, und die burgere in der burg, w
az die burgm

an teilen, beidersyt unvorzogenlych vor dem
 

burgraven.”.

（
51
）Ebenda, A

rt.3, “W
ers auch also, daz ein burgm

an odir eins burgm
annes su on odir syn gesinde odir w

er her w
ere 

unfuge teite in der stad an eym
 dotsclage, w

ichet der in dy burg, daz den nym
an dannen geleiten sal. W

irt auch er 
kuntlyche beseihen in keins burgm

annes hu os und w
irt da von ym

e gevordert m
it gerichte, heldet he in daruber, er sal 
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in voreinw
orten; und w

a die burgere solche gescychte clagn von den burgm
annen odir die burgm

an von den burgeren, 
da sal der burgrave dein burgeren richten in der burg, als die burgm

an teiln, und dein burgm
annen in der stad, als die 

scheffen teiln. ”.

（
52
）Ebenda, A

rt.4, „W
er is auch, daz eim

an m
it gew

appenter hant odir anders freibeliche lyffe us der stad gein der burg 
odir us der burg gein der stad vor die ecken, die da geyt gein der stad an dem

 steinhu os, daz hyvor w
az vorn Reichelin 

der Juden, odir vor dein stein, dein m
an uber dein w

eg dargegen setzen sol, undirfordert m
it gerichte, des sal der 

burgrave beide burgm
an und burgere ansprechen und m

anen, daz sie die helfen halden, ir lyp und ir gu ot, an unse gnade 
und des riches. U

nd w
er des nit einteite, zu o des lybe und gu ote soln w

ir w
arten, w

erden sie byesaget, asse reich is.“.

（
53
）Ebenda, A

rt.5, “D
arnach sprechn w

ir, daz ein burgrave, w
er burgrave ist, setzen sal ein sculheisn in der stad m

it rade 
der scheffen und der vorgenanten ses burgm

an, doch also, daz die gw
alt lygen sol an eim

 burgraven von unser w
egen”.

（
54
）Ebenda, A

rt.6, “A
uch sprechen w

ir, daz die gertennere, die under der burg sytzen, sie sin burgere odir uzlude odir 
w
er sie sin, dynen sollen eim

 burgraven und der burg, alz sie von alder han getan, und nit der stad.”.

（
55
）Ebenda, A

rt.7, “D
arnach sprechen w

ir: scenket ym
an w

in in der burg, git er daz alde m
az, er sal in nit vorungeltn; gyt 

er ober daz nuw
e m

az, der sal ungelt davon geben, und sal daz halp gevallen der stad und halp der burg.”.

（
56
）Ebenda, A

rt.8, “O
uch sprechen w

ir: ist kein hantw
ergm

an in der burg gesessen, der sinen veyln kauf in die stad 
dreiget, stet der m

it sym
e kaufe als ein uzm

an, er sol davon tu on als ein uzm
an; steyt er ober als ein burger, her sol 

davon du on als ein burger.”.

（
57
）
国
王
自
身
、
取
り
決
め
を
「
永
遠
の
定
めew

ige saczunge
」
と
呼
ん
で
い
る
。U

B Friedberg, 1, N
r.162.

（
58
）
こ
の
一
三
〇
六
年
の
決
定
の
意
義
に
つ
い
て
は
、T

h.S
ch

ilp, Reichsburg

（
注
６
）, S.187-190, R.S

t
o

bbe, Geschichte

（
注
６
）, S.147f.

（
59
）
一
三
三
〇
年
代
の
城
と
市
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、Ph.D

ieffen
ba

ch, a.a.O
.

（
注
６
）, S.74ff.

（
60
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、
さ
し
あ
た
りM

ichael M
en

zel, Ludw
ig der Bayer (1314-1347) und Friedrich 

der Schöne (1314-1330), in: B. S
ch

n
eid

m
ü

ller u. S.W
ein

fu
rt

er (hg.), a.a.O
.

（
注
27
）, S.393-407, P.M

o
ra

w, a.a.O
.

（
注
27
）, S.229-239, 
H
. T

h
o

m
a

s, a.a.O
.（

注
27
）, S.153-217, D

ers., Ludw
ig der Bayer (1282-1347). K

aiser und K
etzer, Regensburg u.a. 1993. 

を
参
照
。
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ま
た
、Hans-Georg H

erm
a

n
n, H

erm
ann N

eh
lsen (hg.), K

aiser Ludw
ig der Bayer, Paderborn u.a. 2002 

所
収
の
諸
論
文
も
参
照
。

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
宮
廷
集
会
に
つ
い
て
は
、Alois S

ch
m

id, D
ie H

oftage K
aiser Ludw

igs des Bayern, in: P.M
o

ra
w (hg.), a.a.O

.（
注
27
）, 

S.417-449.

（
61
）Friedrich B

a
t

t
en

berg (bearb.), D
ie Zeit Ludw

igs des Bayern und Friedrichs des Schönen 1314-1347, (U
rkundenregesten 

zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und H
ofgerichts bis 1451, Bd.5), K

öln-W
ien 1985,

（
以
下
で
はU

R5

と
略
す
） N

r.122, U
B 

Friedberg, 1, N
r.274.

（
62
）U

B Friedberg, 1, N
r.274, A

rt.1, „... und habent daz darum
be getan, daz w

ir dazw
ischent drahten w

ellen, w
ie w

ir si m
it 

einander nah m
inne oder nah dem

 rehten gar und gentzlichen verrihten ...“

（
63
）Ebenda, A

rt.11, „Ist och, daz sich dazw
ischen di burgm

an und die burger m
it einander lieplichen und gu etlichen 

verrichtend oder die burger, die m
it einander ze schaffen hant, daz ist unser gu eter w

ille, unverzigen unsers und des 
richs rehten uf allen siten.“

（
64
）Ebenda, A

rt.10.

（
65
）F.S

ch
w

in
d, a.a.O

.

（
注
８
）, S.126ff., D

ers., Zur staatlichen O
rdnung der W

etterau von Rudolf von H
absburg bis K

arl IV
., in: 

H
ans P

a
t

ze (hg.), D
er deutsche T

erritorialstaat im
 14. Jahrhundert, II, (V

orträge und Forschungen, Bd.14), Sigm
aringen 

1971, S.199-228, S.213, Regina S
ch

ä
fer, D

ie H
erren von Eppstein. H

errschaftsausübung, V
erw

altung und Besitz eines 
H
ochadelsgeschlechts im

 Spätm
ittelalter, W

iesbaden 2000, S.321.

（
66
）H

einrich R
eim

er (hg.), U
rkundenbuch der H

erren von H
anau und der ehem

aligen Provinz H
anau, Bd.2: 1301-1349, 

(H
essisches U

rkundenbuch, 2.A
bteilung), Leipzig 1892, N

r.308(1326.12.24), N
r.349 (1330.2.22), N

r.350(1330.3.29), N
r.351 

(1330.4.25).

（
67
）U

R5, N
r.152, U

B Friedberg, 1, N
r.276.

（
68
）U
B Friedberg, 1, N

r.276, A
rt.1 „

… als die veste m
anne der burgraf und die burgm

anne gem
ainlichen der bu erge ze 

Frideberg uf ein sitten und die burger der stat ze Frideberg uf die andern sitten um
be alle uflo uff, stôzze, m

issehellunge 
und bru eche, die zw

ischen in biz uf disen hiutigen tag gew
esen und ufgestanden sind, hinder uns gegangen sind und die 
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an uns einm
u eticlich gelazzen habent, ...“.

（
69
）Ebenda, A

rt.1.
（
70
）Ebenda, A

rt.2, „W
ir verzihen uns o uch aller der ansprache, die w

ir zu ine heten oder gehaben m
ôhten um

be alle 
die frevel, die si gen uns und dem

 riche bis uf disen hiutigen tag begangen habent an als vil, als uns von ettlichen 
burgm

annen geseit ist; der besserunge behalten w
ir uns selber.“

（
71
）Ebenda, A

rt.3, 4.

（
72
）Ebenda, A

rt.5.

（
73
）U

B Friedberg, 1, N
r.206.

（
74
）U

B Friedberg, 1, N
r.276, A

rt.6.

（
75
）Ebenda, A

rt.7, „M
ugen si sich aber niht vereinen friuntlichen, so sullent si ez an uns oder unser nahkom

en bringen, 
und sûllen w

ir oder unser nahkom
en daz rihten, w

ie uns danne allerbest dunchet, und sullen den oder die darum
be 

bessern, als w
ir billich sûllen.“

（
76
）Ebenda, A

rt.8, 9, 10.

（
77
）U

R5, N
r.153, U

B Friedberg, 1, N
r.277.

（
78
）U

R5, N
r.184, U

B Friedberg, 1, N
r.285, “A

ls w
ir iu vor geschriben haben, daz ir um

b alle aufla euff und m
issehellung und 

auch krieg sechs solt nem
en, die alle iur sache verhorten und iuch m

it einander richten solten, ...”.

（
79
）Ebenda, „...drei von den steten und drei von den burchm

annen, und w
a er, daz sich die sechs an der berichtigung 

stiezzen, so solten si den sibenden nem
en zu o einem

 uberm
ann und solten iuch nach rat unsers lieben sw

agers graf 
Gerlachen von N

azzow
e richten: ...“.

（
80
）U

R5, N
r.185, U

B Friedberg, 1, N
r.286.

（
81
）
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
に
つ
い
て
は
、K

.E.D
em

a
n

d
t, a.a.O

.
（
注
８
）, S.380f., A

lois G
erlich, N

assau in der politischen 
K
onstellation am

 M
ittelrhein von K

önig A
dolf bis Erzbischof Gerlach, in: N

assauische A
nnalen 95 (1984), S.1-37, S.23ff.

（
82
）F.S

ch
w

in
d, Landvogtei

（
注
８
）, S.127, A

.G
erlich, N

assau

（
注
81
）, S.24.
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（
83
）U

B Friedberg, 1, N
r.273.

（
84
）H

.R
eim

er (hg.), a.a.O
.

（
注
66
）, N

r.404.
（
85
）U

B Friedberg, 1, N
r.295.

（
86
）Ebenda, A

rt.1, 2.

（
87
）Ebenda, A

rt.3, “M
e ist geredet, das w

ir die burgm
an zw

ene scheffen sullen kesin und die burger zw
ene burgm

an, 
beidersit uf den eit; die vier sullent alle bruche und ufleife, ob keine geschehen, uf ir eide bin ein m

ande richten und 
sullen das in truw

en globen an eides stad, als sie gesw
orn han, an alle geferde. U

nd w
ie die vier die bruche richten, das 

sal m
an beidersit halden veste und stede, die m

inne m
it dem

 w
issen oder das recht. U

nd w
elch burgm

an oder burger 
des nit w

olde halden, das die vier besagen, der sal truw
elos und m

eineidig sin. ...”.

（
88
）Ebenda, A

rt.4, “U
nd richten die vier die bruche nit bin ein m

ande, sa sullent sie m
it einander zu o Frankenfurt faren an 

geferde und da als lange ligen, bis sie die bruche gerichten. ... ”.

（
89
）Ebenda, A

rt.6, 7, 9.

（
90
）Ebenda, A

rt.10, „U
nd w

ir Gotfrid, herre zu o Eppinstein, bekennen, das w
ir unser ingesegel an diesen brif han gehangen 

durch bede w
illen der burgm

an und der burger zu o Frideberg, w
an w

ir bie dirre satzunge und ordenunge geinw
orteg 

w
aren.“

（
91
）U

B Friedberg, 1, N
r.328.

（
92
）Ebenda, „... als uns der irluchte fu orste und unse gnedige herre Lo eduw

ig von gotis gnaden Rom
schir keyser, zu allen 

zeiten m
erer des richs, bevolen und geheyzi en hat in synen briven um

m
e die nu ow

e on fleyzbenke, dy da zu o Frediberg 
gem

acht syn, daz w
ir uns darum

m
e irfarn sullen, und w

az w
ir spre ochin zu der m

ynne edir zu o dem
 rechte, daz sal m

acht 
und fu organg habi en ... “. 

な
お
、ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
が
一
三
三
六
年
に
城
に
与
え
た
、森
林
罰
令
権W

ildbann

に
関
す
る
特
権
状
と
し
て
、

Regesten, N
r, 250, 251

。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
、
一
三
三
八
年
に
は
、
城
に
対
し
て
、
城
の
下
に
住
むGärtner

に
対
す
る
権
利
を
認
め
た
。

Regesten, N
r, 254. 

そ
の
他
、
城
に
質
入
れ
さ
れ
た
国
王
領
の
請
け
戻
し
権
を
与
え
た
一
三
三
八
年
の
皇
帝
証
書
や
森
林
罰
令
権
に
関
す
る
一

三
四
一
年
の
皇
帝
証
書
も
伝
わ
る
。Regesten, N

r.254, 256.
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（
93
）
カ
ー
ル
四
世
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、M

artin K
in

t
zin

ger, K
arl IV

. (1346-1378). M
it Günther von Schw

arzburg 
(1349), in: B. S

ch
n

eid
m

ü
ller u. S.W

ein
fu

rt
er (hg.), a.a.O

.（
注
27
）, S.408-432, P.M

o
ra

w, a.a.O
.（

注
27
）, S.240-256, H

.T
h

o
m

a
s, a.a.O

.（
注

27
）, S.218-308, Ferdinand S

eibt, K
arl IV

. Ein K
aiser in Europa 1346-1378, M

ünchen 1978, H
einz S

t
o

o
b, K

aiser K
arl IV

. und 
seine Zeit, Graz u.a. 1990 

を
参
照
。
彼
の
国
王
支
配
の
個
別
の
側
面
に
関
す
る
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
は
、Blätter für 

deutsche Landesgeschichte 114 (1978) 

お
よ
びFerdinand S

eibt (hg.), K
aiser K

arl IV
. – Staatsm

ann und M
äzen, M

ünchen 
1978 

所
収
の
諸
論
文
を
参
照
。
そ
れ
に
対
し
て
近
年
の
研
究
成
果
を
示
す
も
の
と
し
て
、U

lrike H
o

h
en

see u.a. (hg.), D
ie Goldene Bulle. 

Politik – W
ahrnehm

ung – Rezeption, 2 Bde., Berlin 2009

の
み
を
あ
げ
て
お
く
。
特
に
カ
ー
ル
四
世
の
宮
廷
に
関
し
て
は
、P.M

o
ra

w, 
Ü
ber den H

of K
aiser K

arls IV
., in: D

ers. (hg.), a.a.O
.

（
注
27
）, S.77-103.

（
94
）F.S

ch
w

in
d, Landvogtei

（
注
８
）, S.139ff.

（
95
）U

B Friedberg, 1, N
r.383. 

ま
たEbenda, N

r.381, 382, 384

も
参
照
。

（
96
）
こ
の
時
期
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、Ph.D

ieffen
ba

ch, a.a.O
.

（
注
６
）, S.83f.

（
97
）
一
三
四
九
年
四
月
に
ギ
ュ
ン
タ
ー
が
ド
ル
ト
ム
ン
ト
市
に
あ
て
て
送
っ
た
書
簡
で
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
過
半
数
が
彼
の
選
挙
を
カ
ー
ル
四
世

の
選
挙
よ
り
も
正
当
と
認
め
、
城
を
彼
に
引
き
渡
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。U

B Friedberg, 1, N
r.385, Regesten, N

r.277.

（
98
）U

B Friedberg, 1, N
r.391.

（
99
）U

B Friedberg, 1, N
r.395-399.

（
100
）
市
側
の
証
書
、U

B Friedberg, 1, N
r.387. 

城
側
も
同
様
に
休
戦
の
証
書
を
発
し
た
。

（
101
）
市
側
の
証
書
、Friedrich B

a
t

t
en

berg (bearb.), D
ie K

önigszeit K
arls IV

. 1346-1355 M
ärz, (U

rkundenregesten zur T
ätigkeit 

des deutschen K
önigs- und H

ofgerichts bis 1451, Bd.6), K
öln-W

ien 1990,

（
以
下
で
はU

R6

と
略
す
）, N

r.117, U
B Friedberg, 1, 

N
r.388. 

城
側
の
証
書
、U

R6, N
r.118.

（
102
）U

R6, N
r.142, U

B Friedberg, 1, N
r.394.

（
103
）U
B Friedberg, 1, N

r.394, „... daz zw
issen den edlen dem

 burgraven und den burgluten ze Frideberg, unsern lieben 
getrew

in, an eim
 teil und dem

 rad, den burgern gem
einlichen und der stat ze Frideberg an dem

 andern geredit, 
getedinget ist und ubireinkom

en vor unsern kunglichen gnaden, ...“.
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（
104
）U

R6, N
r.381, U

B Friedberg, 1, N
r.426. 

以
下
の
、穀
物
税
を
め
ぐ
る
対
立
状
況
に
つ
い
て
は
、H.M

en
z, a.a.O

.（
注
６
）, S.86ff. 

も
参
照
。

（
105
）U

B Friedberg, 1, N
r.229.

（
106
）U

B Friedberg, 1, N
r.350.

（
107
）
カ
ー
ル
四
世
は
、
王
位
を
断
念
し
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
ギ
ュ
ン
タ
ー
へ
の
補
償
と
し
て
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
な
ど
い
く
つ
か
の
都

市
を
質
入
れ
し
て
お
り
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
死
後
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
権
利
を
相
続
し
て
い
た
。U

B Friedberg, 1, 
N
r.390, 401 Regesten, N

r. 282, 283.

（
108
）U

B Friedberg, 1, N
r.426, “.., daz doch kein new

e gesecze sey und daz alein den burgern und der stat ze Fridberg 
und nyem

ant anders vor langen zeiten, ee w
ir di herschafft da gew

unnen, zugehort habe und noch zugeho ere und in 
sunderlichen verschriben und verbrieft sey von sunderlichen gnaden unser und unsern vorvaren an dem

 reiche, als si 
uns unterw

eiset haben m
it abschriften derselben brief, di si auch m

ugen und sullen w
eisen und chunt tun euch und w

er 
si daw

ider hindern w
elle.”

（
109
）Ronald N

eu
m

a
n

n und Ekkehart R
o

t
t

er (bearb.), D
ie Zeit K

arls IV
. 1365-1371,  (U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des 

deutschen K
önigs- und H

ofgerichts bis 1451, Bd.9), K
öln u.a. 2003, N

r.96, U
B Friedberg, 1, N

r.531.

（
110
）
一
三
五
四
年
か
ら
一
三
六
七
年
ま
で
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
出
身
の
ル
ー
ド
ル
フ
・
ル
ー
レRudolf Rule

が
、
カ
ー
ル
四
世
の
書
記
局
で

皇
帝
に
仕
え
て
い
た
。R.S
t

o
bbe, Stadt

（
注
６
）, S.228f. 

こ
の
間
、
市
側
が
カ
ー
ル
四
世
か
ら
有
利
な
命
令
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

に
は
、
彼
の
働
き
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 


